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一
　
は
じ
め
に

　
本
稿
の
目
的
は
、
二
〇
一
六
年
七
月
に
ト
ル
コ
共
和
国
で
発
生
し
た
ク
ー
デ
タ
ー
未
遂
事
件
（
ト
ル
コ
国
内
の
通
称
で
F
E
T 

Ö
事
件
。

後
述
の
宗
教
組
織
が
関
与
し
た
と
さ
れ
る
政
府
転
覆
事
件
を
指
す
）
以
降
の
、
ト
ル
コ
大
統
領
府
宗
務
庁
に
よ
る
、
国
民
統
合
や
公
共
秩
序
、
な

ら
び
に
ト
ル
コ
国
民
の
宗
教
心
の
管
理
へ
の
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
宗
務
庁
は
、
ト
ル
コ
共
和
国
建
国
期
に
設
立
さ
れ
た

行
政
機
関
で
あ
る
。
宗
務
庁
は
当
初
、
モ
ス
ク
の
管
理
や
、
礼
拝
の
実
践
を
司
る
機
関
だ
っ
た
。
し
か
し
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
宗
務
庁

は
、
国
民
連
帯
と
統
合
、
移
民
政
策
、
安
全
保
障
、
宗
教
教
育
、
宗
教
搾
取
・
悪
用
の
防
止
な
ど
、
モ
ス
ク
の
外
へ
と
そ
の
活
動
の
幅
を

広
げ
て
き
た
。
特
に
一
九
八
二
年
憲
法
に
明
記
さ
れ
た
「
国
民
連
帯
と
統
合
」
の
観
点
か
ら
、
宗
務
庁
は
ト
ル
コ
国
民
の
宗
教
的
同
質
性

や
そ
の
健
全
性
を
確
保
す
べ
く
、
活
動
範
囲
を
拡
大
さ
せ
て
き
た
。

　
二
〇
一
六
年
に
発
生
し
た
、
ト
ル
コ
軍
の
一
部
に
よ
っ
て
企
て
ら
れ
た
ク
ー
デ
タ
ー
未
遂
事
件
以
降
、
宗
務
庁
は
か
つ
て
よ
り
も
多
く

の
課
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ト
ル
コ
政
府
は
ク
ー
デ
タ
ー
の
首
謀
者
を
、
宗
務
庁
の
元
役
人
で
あ
り
、
宗
教
指
導
者
で
あ
る

フ
ェ
ト
フ
ッ
ラ
ー
・
ギ
ュ
レ
ン
と
、
そ
の
理
念
に
共
鳴
し
た
人
々
に
よ
る
「
ギ
ュ
レ
ン
運
動
」
に
よ
る
も
の
だ
と
断
定
し
て
い（
1
）る。
現
在

政
府
は
、
ギ
ュ
レ
ン
運
動
を
、
フ
ェ
ト
フ
ッ
ラ
ー
主
義
テ
ロ
組
織
（FETÖ

: Fethullahçı Terör Ö
rgütü

）
あ
る
い
は
、
平
行
国
家
組
織

（PDY: Paralel D
evlet Yapılanm

ası

）
と
呼
称
し
、
徹
底
し
た
弾
圧
や
組
織
解
体
を
行
っ
て
い（
2
）る。
政
府
は
、
F
E
T
 Ö
事
件
の
原
因
の

一
端
が
、
宗
教
搾
取
（din istism

arı

）
に
あ
る
と
み
て
い
る
。
政
府
や
捜
査
当
局
は
、
ギ
ュ
レ
ン
運
動
の
構
成
員
が
、
政
治
、
社
会
、
経

済
、
教
育
と
い
っ
た
各
領
域
や
官
僚
組
織
に
紛
れ
込
み
、
ト
ル
コ
国
家
・
政
府
を
転
覆
す
る
た
め
に
暗
躍
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。

宗
務
庁
に
よ
れ
ば
「
宗
教
搾
取
」
と
は
、「
宗
教
に
よ
っ
て
、
社
会
や
共
同
体
の
社
会
的
・
精
神
的
・
文
化
的
な
構
造
に
介
入
す
る
こ

と
」
で
あ（
3
）る。

政
府
や
捜
査
機
関
は
、
ギ
ュ
レ
ン
と
ギ
ュ
レ
ン
運
動
の
宗
教
・
教
育
活
動
に
よ
っ
て
、
若
者
が
洗
脳
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
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宗
教
心
が
悪
用
・
収
奪
さ
れ
て
い
る
と
み
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
若
者
た
ち
が
違
法
な
組
織
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
ギ
ュ
レ
ン
運
動

の
政
治
的
・
社
会
的
利
益
獲
得
の
た
め
の
工
作
員
に
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
宗
務
庁
は
、
ギ
ュ
レ
ン
と
ギ
ュ
レ

ン
運
動
の
影
響
力
を
国
民
生
活
か
ら
排
除
す
る
た
め
に
、
国
民
の
宗
教
心
を
さ
ら
に
監
視
・
監
督
、
啓
蒙
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
宗
務
庁
の
存
在
は
、
ト
ル
コ
国
内
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
か
ら
「
宗
教
的
権
利
と
自
由
の
侵
害
」、「
世
俗
主
義
・
政
教
分
離
を
侵
害
す
る

組
織
」、「
ス
ン
ニ
派
へ
の
同
化
を
企
て
る
組
織
」
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
も
批
判
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
ク
ー
デ
タ
ー
未
遂
事
件
以

降
の
宗
務
庁
組
織
の
視
座
や
活
動
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
宗
務
庁
に
よ
る
「
正
し
い
宗
教
理
解
」
と
い
う
名
の
も
と
で
、
ト
ル
コ
国
家
・

政
府
に
よ
る
ト
ル
コ
国
民
の
良
心
や
宗
教
的
自
由
へ
の
介
入
が
今
ま
で
以
上
に
高
ま
っ
て
い
る
状
況
を
示
し
て
い
く
。
加
え
て
、
Ｐ
・
ブ

ル
デ
ュ
ー
に
よ
る
「
象
徴
的
暴
力
」
を
分
析
概
念
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
で
、
宗
務
庁
が
単
な
る
「
宗
教
サ
ー
ビ
ス
」、「
福
祉
サ
ー
ビ

ス
」
を
行
う
行
政
機
関
で
は
な
く
、
明
確
な
権
力
組
織
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
く
。
そ
れ
に
よ
り
、
ト
ル
コ
国
民
の
同
質
性
を
追
求
す

る
宗
務
庁
へ
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

二
　
ト
ル
コ
の
政
教
関
係
・
世
俗
主
義

　
本
論
に
移
る
前
に
、
ト
ル
コ
の
政
教
関
係
や
世
俗
主
義
の
特
徴
を
記
述
す
る
。
事
実
上
の
ム
ス
リ
ム
社
会
で
あ
る
ト
ル
コ
で
の
宗
務
庁

の
存
在
意
義
や
、
諸
個
人
の
宗
教
と
良
心
の
自
由
を
め
ぐ
っ
て
何
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
）
4
（

る
。

　
ト
ル
コ
に
は
ラ
イ
ク
リ
ッ
キ
（laiklik

）
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
こ
れ
が
世
俗
主
義
や
政
教
分
離
の
概
念
を
指
す
。
ト
ル
コ
は
世
俗
主

義
と
政
教
分
離
を
導
入
し
た
国
家
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
実
践
は
独
自
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
最
大
の
特
徴
は
、
宗
務
庁
の
存
在

で
あ
る
。
ト
ル
コ
で
は
、
宗
教
や
良
心
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
お
り
、
政
治
と
宗
教
の
分
離
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
態
と
し
て

は
、
宗
教
の
監
督
を
行
う
宗
務
庁
の
存
在
を
焦
点
に
し
て
、
宗
教
と
良
心
の
自
由
や
、
政
教
分
離
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
近
年
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で
は
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
勢
力
か
ら
の
批
判
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
加
え
て
一
九
八
〇
年
代
以
降
か
ら
は
、「
宗
教
文
化
と
道
徳
知

識
（D

in Kültür ve Ahlak Bilgisi

）
科
目
」（
以
下
「
Ｄ
Ｋ
Ａ
Ｂ
」
と
表
記
）
が
義
務
教
育
化
さ
れ
て
お
り
、
事
実
上
、
公
定
イ
ス
ラ
ー
ム
教

育
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
同
化
政
策
、
あ
る
い
は
宗
教
と
良
心
の
自
由
の
侵
害
で
あ
る
と
し
て
、
様
々
な
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
ー
勢
力
か
ら
の
批
判
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
宗
務
庁
の
活
動
は
、
単
な
る
行
政
上
の
宗
教
サ
ー
ビ
ス
、
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
こ
う
し
て
現
在
の
ト
ル
コ
で
は
、
宗
務
庁
が
監
督
す
る
公
定
イ
ス
ラ
ー
ム
理
解
が
、
ト
ル
コ
社
会
の

様
々
な
領
域
に
広
が
っ
て
い
る
。
　

　
し
か
し
、
な
ぜ
ト
ル
コ
で
は
こ
の
よ
う
に
宗
務
庁
や
Ｄ
Ｋ
Ａ
Ｂ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
宗
教
の
監
督
や
、
公
的
な
宗
教
教
育
の
拡
充

が
必
要
な
の
か
。
そ
れ
は
第
一
に
、
宗
教
的
搾
取
・
悪
用
を
防
止
す
る
こ
と
で
、
ラ
イ
ク
リ
ッ
キ
を
守
る
こ
と
に
あ
る
。
ト
ル
コ
は
建
国

当
初
か
ら
、
西
洋
近
代
化
改
革
を
実
施
し
て
き
た
が
、
国
民
の
精
神
的
な
拠
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
も
ま
た
独
自
の
形
で
維
持
さ

れ
て
き
た
。
特
に
一
九
八
〇
年
以
降
、
対
共
産
主
義
と
、
若
者
層
の
宗
教
心
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
ト
ル
コ
政
府
は
「
ト

ル
コ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
総
合
政
策
」
を
導
入
し
た
。
こ
れ
は
、
宗
務
庁
の
監
督
下
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
公
定
イ
ス

ラ
ー
ム
化
を
推
進
す
る
も
の
だ
っ
た
。
以
降
、
宗
務
庁
の
活
動
も
大
幅
に
拡
大
・
強
化
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
ト
ル
コ
社
会
で
維
持
さ

れ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
と
は
、
国
家
の
監
督
が
前
提
で
あ
っ
た
。
宗
務
庁
が
監
督
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、「
純
粋
な
（sadelik

）
な
イ
ス
ラ
ー

ム
」
と
し
て
認
識
さ
れ（
5
）る。「
純
粋
な
イ
ス
ラ
ー
ム
」
と
対
比
さ
れ
る
も
の
が
、
政
治
的
な
野
心
や
不
純
な
目
的
を
も
ち
、
迷
信
や
狂
信

に
陥
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
で
あ
り
、
国
家
・
政
府
の
警
戒
対
象
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
ギ
ュ
レ
ン
運
動
と
い
っ
た
宗
教
組
織
は
、
こ
う
し
た

「
不
純
な
イ
ス
ラ
ー
ム
」
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
宗
務
庁
も
Ｄ
Ｋ
Ａ
Ｂ
も
、
こ
う
し
た
「
純
粋
な
イ
ス
ラ
ー
ム
」
を
ト
ル
コ
社
会
と
ト
ル
コ
国
民
に
根
付
か
せ
、
在
野
の
宗
教
組
織
が
ト

ル
コ
国
家
の
国
益
や
公
共
秩
序
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、
宗
務
庁
の
存
在
を
合

憲
だ
と
し
た
、
一
九
七
一
年
の
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
判
断
で
あ
る
。
ト
ル
コ
国
内
の
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
り
、
非
ス
ン
ニ
派
の
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ア
レ
ヴ
ィ
ー
派
に
属
す
る
議
員
ら
は
、
一
九
七
一
年
に
、
宗
務
庁
が
ト
ル
コ
の
世
俗
的
な
構
造
を
侵
害
す
る
存
在
だ
と
し
て
訴
え
出
た
。

結
果
的
に
憲
法
裁
判
所
は
、
宗
務
庁
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
な
判
断
を
行
っ
て
い（
6
）る。

ま
ず
世
俗
主
義
や
政
教
分
離
の
実
践
は
各
国
に

よ
っ
て
異
な
る
。
そ
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
単
な
る
個
人
の
精
神
的
生
活
や
信
仰
領
域
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
み
て
も
、

そ
れ
ら
は
社
会
関
係
や
、
国
家
の
活
動
、
法
に
も
影
響
を
与
え
て
き
た
。
つ
ま
り
過
度
な
宗
教
的
な
自
由
を
人
々
に
許
せ
ば
、
ト
ル
コ
の

世
俗
体
制
（
世
俗
国
家
、
法
、
社
会
的
関
係
）
を
脅
か
す
か
も
し
れ
な
い
。
よ
っ
て
宗
務
庁
が
イ
ス
ラ
ー
ム
を
管
理
監
督
す
る
こ
と
で
、
宗

教
の
悪
用
・
乱
用
を
防
ぎ
、
世
俗
体
制
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
。
ト
ル
コ
の
ラ
イ
ク
リ
ッ
キ
や
、
公
共
秩
序
と
一
般
道
徳
を
守
る
た
め
に

は
、
宗
務
庁
の
存
在
が
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
判
断
を
考
慮
す
れ
ば
、
ラ
イ
ク
リ
ッ
キ
と
は
、
宗
務
庁
に
よ
る
宗
教
的
自
由
と
権
利
の
制
限
が
考
慮
さ
れ
た
う
え
で
成
立
可

能
な
も
の
で
あ
り
、
ト
ル
コ
で
は
諸
個
人
の
無
制
限
な
宗
教
的
自
由
や
良
心
の
自
由
は
完
全
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
正
統
か
つ
正

当
な
存
在
で
あ
り
、
健
全
な
知
識
を
提
供
す
る
宗
務
庁
に
よ
っ
て
、
ト
ル
コ
の
社
会
的
秩
序
が
守
ら
れ
る
。
ト
ル
コ
で
は
、
宗
務
庁
以
外

の
宗
教
的
な
組
織
活
動
は
、
宗
教
の
悪
用
、
乱
用
、
搾
取
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
国
家
・
政
府
か
ら
の
恣
意
的
な
弾
圧
を
受

け
や
す（
7
）い。
現
在
の
ト
ル
コ
で
も
、
国
内
の
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
勢
力
か
ら
、
宗
教
的
自
由
や
良
心
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
と
し

て
、
宗
務
庁
の
解
体
や
再
構
築
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
宗
務
庁
は
、「
公
定
イ
ス
ラ
ー
ム
」
と
し
て
、
ト
ル
コ
国
民
に
同
質
的
な
宗
教
的

実
践
・
態
度
を
要
請
す
る
。
宗
務
庁
は
、
単
な
る
福
祉
的
な
宗
教
サ
ー
ビ
ス
機
関
で
は
な
く
、
国
家
の
安
全
保
障
を
司
る
政
治
的
機
関
と

し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
　
宗
教
搾
取

―
国
家
機
関
に
よ
る
F
E
T 

Ö
へ
の
批
判
か
ら

　
こ
こ
か
ら
は
、
F
E
T 

Ö
事
件
後
に
公
表
さ
れ
た
ト
ル
コ
国
家
機
関
の
報
告
書
を
中
心
に
、
ト
ル
コ
国
家
機
関
が
、
現
在
の
国
民
社
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会
や
国
民
の
宗
教
心
に
対
し
て
、
具
体
的
に
何
を
問
題
視
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ト
ル
コ
で
は
、
都
市
化
や
社
会
の
世
俗

化
が
進
ん
で
い
く
な
か
で
も
、
宗
教
的
な
組
織
運
動
が
存
在
し
て
き
た
。
そ
れ
が
政
治
的
・
社
会
的
な
運
動
の
基
盤
と
な
る
こ
と
も
多
々

あ
り
、
一
般
的
に
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
」
と
し
て
形
容
さ
れ
て
き（
8
）た。
特
に
一
九
八
〇
年
代
以
降
は
、
対
共
産
主
義
や
青
年
層
の
道
徳

心
の
回
復
の
観
点
か
ら
、
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
が
官
民
一
体
と
な
っ
て
推
進
さ
れ
て
き
た
。
ギ
ュ
レ
ン
運
動
も
こ
う
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興

の
一
環
と
し
て
台
頭
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
、
ト
ル
コ
国
家
・
政
府
が
整
備
、
構
築
し
て
き
た
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
や
、
イ
ス

ラ
ー
ム
復
興
の
潮
流
に
沿
う
形
で
台
頭
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
イ
ス
ラ
ー
ム
政
党
」
に
よ
る
政
権

も
誕
生
し
て
い
る
。
た
だ
し
軍
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
、
政
権
を
担
っ
た
「
イ
ス
ラ
ー
ム
政
党
」
が
解
散
・
解
体
さ
れ
る
事
件
も
あ
る

な
ど
、
宗
教
的
諸
価
値
・
感
情
の
政
治
利
用
は
、
常
に
弾
圧
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ（
9
）る。
今
回
の
F
E
T 

Ö
事
件
で
は
、
政
治
的
領
域
だ

け
で
な
く
、
社
会
、
教
育
、
経
済
、
メ
デ
ィ
ア
と
い
っ
た
様
々
な
分
野
で
、
多
く
の
一
般
市
民
を
巻
き
込
ん
だ
捜
査
・
逮
捕
が
行
わ
れ
て

い
っ
た
。
さ
ら
に
は
省
庁
間
を
越
え
て
、
宗
教
の
悪
用
に
関
す
る
徹
底
し
た
予
防
策
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ト
ル
コ
国
家
・
政
府
機
関
は
、

な
ぜ
こ
こ
ま
で
広
範
な
対
応
策
を
検
討
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
イ
ブ
ラ
ヒ
ム
・
ユ
ク
セ
ル
（İbrahim

 Y
üksel

）
は
、
ギ
ュ
レ
ン
運
動
の
特
徴
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
F
E
T
 Ö
が
他
の
テ

ロ
組
織
と
異
な
る
の
は
、
社
会
―
経
済
、
社
会
―
精
神
、
社
会
―
政
治
、
治
安
組
織
の
中
に
潜
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
秘
密
の
メ

ン
バ
ー
は
休
眠
中
の
細
胞
の
よ
う
に
組
織
化
さ
れ
て
お
り
、
他
の
テ
ロ
組
織
や
海
外
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
と
連
携
す
る
と

い
っ
た
特
徴
も
も
つ
こ
と
か
ら
、
よ
り
重
大
な
脅
威
と
な
っ
て
い
る
。（
中
略
）
疑
い
な
い
こ
と
だ
が
、
国
家
組
織
が
放
置
し
て
き
た
空

間
を
急
速
に
〔
ギ
ュ
レ
ン
運
動
が
〕
埋
め
る
こ
と
で
、
今
日
の
よ
う
な
状
況
が
生
み
出
さ
れ
た
の
）
10
（

だ
」。
さ
ら
に
ユ
ク
セ
ル
は
、
ギ
ュ
レ
ン

運
動
が
、
こ
れ
ま
で
ト
ル
コ
国
家
権
力
が
十
分
に
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
領
域
、
特
に
宗
教
領
域
で
台
頭
し
た
と
す
る
。

ト
ル
コ
国
家
が
こ
れ
ま
で
宗
教
や
宗
教
組
織
を
排
除
し
て
き
た
た
め
に
、
透
明
性
も
な
く
、
宗
教
監
督
を
逸
脱
す
る
よ
う
な
ギ
ュ
レ
ン
運

動
が
、
そ
の
隙
を
つ
い
て
人
々
の
宗
教
生
活
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
結
果
的
に
、
今
日
ま
で
の
ト
ル
コ
の
強
固
な
世
俗
化
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政
策
が
、
宗
教
の
過
激
化
を
引
き
起
こ
す
原
因
の
一
つ
に
な
っ
た
と
ま
で
、
ユ
ク
セ
ル
は
い
）
11
（
う
。

　
ト
ル
コ
国
家
・
政
府
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
前
ま
で
は
宗
教
教
育
に
対
し
て
抑
制
的
な
対
応
を
と
っ
て
き
た
。
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
、

八
〇
年
代
以
降
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
国
家
の
監
督
下
で
義
務
教
育
化
さ
れ
て
お
り
、
宗
務
庁
も
ま
た
ク
ル
ア
ー
ン
コ
ー
ス
と
い
っ
た
形
で
、

「
正
し
い
」
宗
教
知
識
の
普
及
に
努
め
て
き
た
。
要
す
る
に
ト
ル
コ
国
家
・
政
府
は
、
ギ
ュ
レ
ン
運
動
や
そ
の
他
の
宗
教
組
織
が
、
ト
ル

コ
国
民
の
宗
教
心
に
付
け
入
る
隙
を
与
え
な
い
よ
う
に
し
て
き
た
。
し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ー
シ
ョ
ン
や
個
人
化
に
よ
っ
て
ト
ル
コ
社
会

の
流
動
化
・
多
様
化
も
進
ん
で
お
り
、
も
は
や
公
的
な
宗
教
教
育
を
提
供
す
る
だ
け
で
は
、
人
々
の
道
徳
心
や
宗
教
心
を
満
た
す
こ
と
は

で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
以
下
で
み
て
い
く
よ
う
に
、
国
家
機
関
に
よ
る
懸
念
に
も
現
れ
て
い
る
。

　
エ
ル
ド
ア
ン
大
統
領
が
率
い
る
政
権
与
党
の
公
正
発
展
党
（
A
K
P
）
だ
が
、「
F
E
T 

Ö
事
件
」
に
関
す
る
調
査
報
告
書
を
作
成
し

て
い
る
。
同
報
告
書
で
は
、
F
E
T 
Ö
が
国
民
的
・
精
神
的
な
諸
価
値
や
、
宗
教
を
搾
取
す
る
組
織
で
あ
る
と
強
く
非
難
し
て
い
）
12
（
る
。

ギ
ュ
レ
ン
運
動
が
、
宗
教
的
感
情
や
価
値
観
を
搾
取
し
、
国
民
を
洗
脳
す
る
組
織
だ
と
い
う
見
解
は
、
様
々
な
省
庁
の
資
料
で
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
ト
ル
コ
外
務
省
や
ト
ル
コ
高
等
教
育
機
関
、
そ
し
て
検
察
庁
の
資
料
で
は
、
ギ
ュ
レ
ン
運
動
と
は
、
そ
の
成
員
た
ち

が
、
ギ
ュ
レ
ン
を
救
世
主
だ
と
信
じ
て
い
る
秘
密
裡
の
カ
ル
ト
集
団
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
三
〜
一
八
歳
ま
で
の
子
供
た
ち
、
と

く
に
貧
し
い
家
庭
の
子
供
た
ち
を
標
的
に
し
て
、
自
ら
の
教
育
機
関
に
誘
い
洗
脳
を
施
し
て
、
組
織
の
構
成
員
と
し
て
育
て
上
げ
て
い
る

と
非
難
し
て
い
）
13
（
る
。

　
ギ
ュ
レ
ン
運
動
と
F
E
T
 Ö
事
件
に
関
し
て
、
総
合
的
な
報
告
書
を
作
成
し
て
い
る
の
が
、
警
察
ア
カ
デ
ミ
ー
庁
（Polis A

kadem
isi 

B
aşkanlığı

）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ギ
ュ
レ
ン
運
動
全
般
に
関
し
て
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
と
く
に
、
公
共
秩
序
や
宗
教
搾
取

に
関
し
て
、
捜
査
機
関
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
が
分
か
る
部
分
を
中
心
に
、
そ
の
主
張
を
み
て
い
き
た
）
14
（
い
。

　
ま
ず
警
察
ア
カ
デ
ミ
ー
庁
は
、
ギ
ュ
レ
ン
運
動
の
目
的
を
「
ト
ル
コ
共
和
国
国
家
の
あ
ら
ゆ
る
憲
法
的
組
織
（
立
法
、
行
政
、
司
法
）

を
手
に
入
れ
、〔
政
治
権
力
を
奪
取
す
る
〕
そ
の
手
段
を
確
立
し
た
あ
と
は
、
国
家
・
社
会
・
個
人
に
対
し
て
、
フ
ェ
ト
フ
ッ
ラ
ー
主
義
テ
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ロ
組
織
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
一
致
し
て
再
構
築
さ
れ
た
寡
頭
政
治
の
特
徴
を
用
い
て
、
何
が
あ
ろ
う
と
も
経
済
・
社
会
・
政
治
的
な
力
を

得
る
こ
と
」
だ
と
す
る
。
さ
ら
に
、
主
に
三
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
沿
っ
た
目
的
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
政
治
的
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
：
ト
ル
コ
の
憲
法
的
組
織
を
掌
握
し
、
国
際
的
な
レ
ベ
ル
で
影
響
力
の
強
い
政
治
力
を
手
に
入
れ
る
こ
と
。
②
経
済
的
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー: 
社
会
の
宗
教
的
感
情
を
利
用
し
、「
援
助
（H

im
m
et

）」
の
名
の
下
で
、
国
家
と
並
行
的
な
税
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
。

③
社
会
・
文
化
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
：
ギ
ュ
レ
ン
が
描
く
よ
う
な
、
人
格
を
失
っ
た
、
従
順
で
、
服
従
的
な
文
化
の
な
か
で
育
っ
た
人
々
を

社
会
に
広
め
て
い
き
、
そ
の
社
会
を
支
配
す
る
こ
と
だ
と
す
る
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
国
家
機
関
に
ギ
ュ
レ
ン
運
動
の
構
成

員
を
秘
密
裡
に
送
り
込
ん
で
い
る
と
す
）
15
（

る
。
こ
こ
で
の
構
成
員
と
は
、
宗
教
搾
取
に
よ
っ
て
か
き
集
め
ら
れ
た
人
々
で
あ
）
16
（

る
。

　
警
察
ア
カ
デ
ミ
ー
庁
が
問
題
視
し
て
い
る
の
は
、
ギ
ュ
レ
ン
運
動
に
よ
る
若
者
へ
の
「
精
神
的
支
配
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
親
が
子

供
に
行
使
す
る
よ
う
な
支
配
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
「
態
度
の
支
配
」
と
「
精
神
の
支
配
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ

れ
ぞ
れ
、
子
供
の
態
度
や
感
受
性
を
褒
め
た
り
、
罰
則
化
す
る
こ
と
を
指
す
。
ギ
ュ
レ
ン
運
動
は
、
自
ら
が
運
営
す
る
寮
の
中
で
、
こ
う

し
た
支
配
を
通
じ
て
組
織
に
従
順
な
若
者
を
育
て
て
き
た
と
い
う
。
結
果
的
に
、
ギ
ュ
レ
ン
運
動
に
参
画
し
た
人
々
は
、
ギ
ュ
レ
ン
運
動

と
い
う
「
我
々
（biz

）」
意
識
の
な
か
で
「
個
性
（ben

）」
を
失
い
、
組
織
の
規
範
を
受
け
入
れ
、
そ
の
言
い
な
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
す
る
。
そ
し
て
組
織
の
メ
ン
バ
ー
を
新
た
な
家
族
と
し
て
受
け
入
れ
、
お
互
い
を
コ
ー
ド
ネ
ー
ム
で
呼
び
あ
い
、
本
当
の
家
族
が
与
え

て
く
れ
た
価
値
観
や
道
徳
を
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
た
と
す
）
17
（
る
。

　
こ
う
し
た
組
織
的
な
精
神
支
配
の
構
造
以
外
に
、
警
察
ア
カ
デ
ミ
ー
庁
が
問
題
視
し
て
い
る
の
は
、
ギ
ュ
レ
ン
運
動
の
成
員
の
間
に
広

ま
っ
て
い
る
、
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
言
葉
や
実
践
を
悪
用
し
た
、
合
理
性
を
失
っ
た
「
迷
信
・
呪
術
」
で
あ
り
、
そ
の
秘
儀
性

（ezoterik

）
と
カ
ル
ト
性
（kült

）
で
あ
る
。
第
一
に
精
神
的
指
導
者
で
あ
る
ギ
ュ
レ
ン
を
神
格
化
し
、
カ
リ
ス
マ
化
し
、「
救
世
主

（M
ehdi/M

esih

）」
だ
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、「
組
織
に
反
す
れ
ば
地
獄
に
向
か
う
」、「
ギ
ュ
レ
ン
が
預
言
者
と
と
も

に
家
を
訪
れ
る
」、「
ギ
ュ
レ
ン
が
救
世
主
で
あ
り
、
ア
ッ
ラ
ー
や
ム
ハ
ン
マ
ド
と
直
接
話
す
こ
と
が
で
き
る
」、「
家
の
ス
リ
ッ
パ
に
バ
ラ
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の
水
を
入
れ
、
そ
れ
が
香
り
は
じ
め
る
と
ギ
ュ
レ
ン
が
現
れ
る
」、「
夢
で
見
た
も
の
が
手
に
入
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
っ
た
秘
儀
や
幻
想

（Rüya

）
が
行
き
渡
る
こ
と
で
、
組
織
成
員
に
宗
教
的
・
精
神
的
な
圧
力
を
か
け
、
よ
り
組
織
に
対
し
て
従
順
に
な
る
よ
う
に
仕
向
け
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
結
果
的
に
警
察
ア
カ
デ
ミ
ー
庁
は
、
ギ
ュ
レ
ン
運
動
の
よ
う
な
組
織
の
台
頭
を
阻
止
し
、
宗
教
的
諸
価
値
の
搾
取
を

防
止
し
、
宗
教
の
過
激
化
を
防
い
で
い
く
た
め
に
は
、
宗
務
庁
が
重
大
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
し
て
い
）
18
（
る
。

　
実
際
に
ク
ー
デ
タ
ー
に
加
担
し
て
い
て
も
い
な
く
と
も
、
宗
務
庁
の
監
督
を
逸
脱
し
、
宗
教
的
諸
価
値
を
駆
使
し
な
が
ら
、
組
織
的
な

動
員
を
行
う
ギ
ュ
レ
ン
運
動
は
、
ト
ル
コ
国
家
・
政
府
機
関
に
と
っ
て
の
脅
威
と
な
る
。
警
察
ア
カ
デ
ミ
ー
庁
は
、
ギ
ュ
レ
ン
運
動
を
、

「
宗
教
運
動
」
で
は
な
く
カ
ル
ト
集
団
だ
と
し
て
い
る
。
宗
務
庁
の
出
版
物
に
よ
れ
ば
、「
カ
ル
ト
」
と
は
、「
指
導
者
を
中
心
と
し
た
集

団
形
成
」
と
と
も
に
「
終
末
思
想
」
に
よ
っ
て
成
り
立
）
19
（
つ
。
ト
ル
コ
で
は
、
様
々
な
人
物
や
集
団
が
、
宗
教
の
政
治
利
用
や
悪
用
を
理
由

に
し
て
、
処
罰
を
受
け
て
き
た
。
し
か
し
ギ
ュ
レ
ン
運
動
は
カ
ル
ト
で
あ
る
た
め
、
そ
も
そ
も
「
宗
教
運
動
」
で
す
ら
な
い
と
認
識
さ
れ

て
い
る
。
国
家
・
政
府
機
関
は
、
宗
教
の
悪
用
・
政
治
利
用
と
い
っ
た
観
点
だ
け
で
な
く
、
諸
個
人
の
、
特
に
子
供
や
青
年
層
の
意
思
や

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
さ
ら
に
は
家
族
愛
や
国
家
へ
の
忠
誠
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
危
機
感
を
宗
務
庁
も

共
有
し
て
い
る
。四

　
宗
務
庁
長
官
な
ら
び
に
宗
務
庁
組
織
に
よ
る
F
E
T
 Ö
へ
の
見
解

　
F
E
T 

Ö
事
件
を
受
け
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
宗
務
庁
は
「
宗
教
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
機
関
以
上
の
働
き
を
期
待
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
と
く
に
宗
務
庁
の
役
割
は
、
国
家
安
全
保
障
の
な
か
に
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宗
務
庁
は
憲
法
に
よ
っ
て
、

政
治
的
見
解
や
思
想
に
与
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
以
下
で
み
て
い
く
よ
う
に
、
宗
務
庁
に
は
、
国
家
・
政
府
の
政
治
的

目
標
を
達
成
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
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㈠
　
宗
務
庁
に
よ
る
F
E
T
 Ö
批
判

　
警
察
ア
カ
デ
ミ
ー
庁
が
懸
念
し
て
い
る
よ
う
に
、
宗
務
庁
も
ま
た
、
子
供
や
若
者
世
代
が
宗
教
的
、
政
治
的
に
搾
取
さ
れ
る
こ
と
を
懸

念
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
定
の
年
齢
に
達
し
た
者
た
ち
が
、
宗
教
的
な
動
機
を
も
ち
つ
つ
、
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
、
何
ら
か
の
政

治
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
と
は
次
元
が
異
な
る
。
宗
務
庁
は
、
F
E
T 

Ö
事
件
後
に
緊
急
会
議
を
開
催
し
た
あ
と
、
立
て
続
け
に
ブ
ッ

ク
レ
ッ
ト
や
報
告
書
を
配
布
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
宗
教
の
安
全
保
障
と
健
全
な
宗
教
知
識
が
脅
か
さ
れ
、
ギ
ュ
レ
ン
運
動
に
よ
っ
て

人
々
が
個
性
を
失
い
、「
ロ
ボ
ッ
ト
化
」
し
て
い
る
こ
と
に
懸
念
を
表
明
し
て
い
）
20
（
る
。
た
と
え
ば
、「
F
E
T 

Ö
は
、
若
者
世
代
の
成
員

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
抑
圧
し
、〝
連
帯
や
帰
属
感
〞
を
消
し
去
っ
て
い
る
。
家
族
に
よ
っ
て
、
宗
教
教
育
を
受
け
る
た
め
に
組
織
の

学
校
に
送
ら
れ
て
い
っ
た
若
者
は
、
自
分
が
家
族
や
親
戚
に
、
次
に
祖
国
と
社
会
に
、
最
後
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
に
属
し
て
い
る
の

だ
、
と
い
う
考
え
や
意
識
を
消
し
去
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
最
も
大
事
な
帰
属
感
か
ら
分
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
若
者
は
、

教
唆
の
結
果
、
た
だ
組
織
の
指
導
者
の
望
み
を
実
行
す
る
だ
け
の
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
た
、
指
令
を
聞
く
だ
け
の
奴
隷
と
化
す
の
で

あ
る
。
組
織
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
若
者
に
と
っ
て
、〝
家
族
〞
は
ま
る
で
競
争
相
手
や
敵
で
あ
る
か
の
よ
う
に
教
え
込
ま
れ
、
親
戚

と
の
結
び
つ
き
も
分
断
さ
れ
、
指
令
―
命
令
の
鎖
の
な
か
で
、
結
婚
ま
で
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
非
難
し
て
い
）
21
（

る
。

　
宗
務
庁
は
そ
の
他
に
も
、
宗
務
庁
の
月
刊
誌
で
あ
る
『diyanet aylık dergi

』
や
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
て
、
F
E
T
 Ö
へ
の
非
難
を
強

め
て
い
）
22
（

る
。
さ
ら
に
毎
週
行
わ
れ
て
い
る
金
曜
礼
拝
で
は
、
F
E
T
 Ö
事
件
以
降
、
ク
ー
デ
タ
ー
未
遂
が
起
き
た
七
月
一
五
日
に
あ
わ

せ
て
、
全
国
の
モ
ス
ク
に
て
以
下
の
よ
う
な
説
教
が
行
わ
れ
て
い
）
23
（

る
。「
最
大
の
敗
北
主
義
と
は
、
宗
教
の
も
と
に
隠
れ
て
国
民
に
悪
事

を
働
く
こ
と
で
あ
る
。
最
大
の
敗
北
主
義
と
は
、
宗
教
の
神
聖
な
価
値
を
搾
取
し
、
人
々
を
騙
す
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
信
愛
な
る
国

民
に
こ
の
悪
徳
を
課
そ
う
と
し
た
者
ら
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
崇
高
な
る
宗
教
と
は
、
健
全
な
根
源
か
ら
正
し
く
学
ば
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
我
々
の
姿
、
心
、
魂
、
知
性
、
思
想
、
意
思
を
他
者
に
引
き
渡
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
（
二
〇
一
六
年
七
月
二
九
日
）」、
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「
あ
の
夜
に
経
験
し
た
裏
切
り
と
占
領
の
企
て
は
、
宗
教
の
装
い
の
も
と
で
行
わ
れ
た
。
七
月
一
五
日
の
夜
に
我
々
が
目
に
し
た
も
の
は
、

善
人
を
装
い
、
四
〇
年
間
に
わ
た
り
、
国
民
の
宗
教
・
信
仰
・
価
値
・
感
覚
・
施
し
・
喜
捨
や
援
助
を
搾
取
し
て
き
た
こ
の
裏
切
り
の
組

織
が
、
国
民
の
存
在
を
標
的
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
国
民
の
子
供
た
ち
を
盗
み
出
し
た
の
で
あ
る
（
二
〇
一
七
年
七
月
一
四
日
）」、「
こ
の

裏
切
り
者
た
ち
は
、
子
供
た
ち
を
家
族
か
ら
引
き
離
し
、
そ
の
心
か
ら
祖
国
へ
の
愛
、
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
の
意
識
を
抜
き
出
そ
う
と
し

た
。
平
和
や
改
善
と
い
っ
た
名
の
下
で
、
宗
教
的
感
覚
を
搾
取
し
、
人
々
を
不
安
の
渦
に
根
本
的
に
引
き
ず
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。（
中

略
）
夢
や
神
秘
を
語
る
陰
険
な
計
画
に
よ
っ
て
、
宗
教
に
反
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
を
構
築
す
る
者
ら
は
、
決
し
て
成
功
す
る
こ
と
は
な

い
の
だ
（
二
〇
一
八
年
七
月
一
三
日
）」、「
七
月
一
五
日
の
夜
に
大
国
民
議
会
を
攻
撃
し
、
若
者
と
そ
の
未
来
を
奴
隷
へ
と
誘
お
う
と
し
た

者
ら
は
、
こ
れ
を
宗
教
の
装
い
に
よ
っ
て
行
っ
て
き
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
で
宗
教
へ
と
誘
い
、
ウ
ン
マ
に
奉
仕
す
る
よ

う
に
み
せ
か
け
て
、〔
子
供
た
ち
を
〕
根
本
的
な
堕
落
へ
と
引
き
ず
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。（
中
略
）
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
自
ら
を
偽

り
、
虚
偽
、
偽
善
、
噓
、
脅
威
と
恐
喝
の
よ
う
な
支
配
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
F
E
T
 Ö
と
は
、
決
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
組
織
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
夢
や
神
秘
を
語
り
、
狡
猾
な
計
画
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
穏
健
な
イ
ス
ラ
ー
ム
組
織
と
し
て
活
動
し
て
き
た

F
E
T
 Ö 

は
、
テ
ロ
組
織
な
の
で
あ
る
（
二
〇
一
九
年
七
月
一
二
日
）」。「
よ
く
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
七
月
一
五
日
に

我
々
国
民
の
独
立
と
未
来
を
標
的
に
し
た
F
E
T
 Ö
と
は
、
反
乱
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
集
団
で
は
な
く
、

破
壊
者
の
巣
窟
な
の
で
あ
る
。（
中
略
）
大
切
な
我
々
の
若
者
は
、
狡
猾
な
計
画
に
よ
っ
て
、
両
親
と
国
民
を
敵
で
あ
る
と
み
な
す
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
二
〇
二
〇
年
七
月
一
〇
日
）」。

　
こ
の
よ
う
に
宗
務
庁
は
、
数
年
に
わ
た
り
徹
底
し
た
F
E
T 
Ö
へ
の
非
難
を
行
っ
て
お
り
、
レ
ッ
テ
ル
張
り
と
共
に
、「
宗
教
組

織
」
と
し
て
の
ギ
ュ
レ
ン
運
動
の
正
当
性
を
も
否
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
宗
務
庁
の
一
連
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
で
重
要
な
の
が
、
ギ
ュ

レ
ン
運
動
に
よ
る
、
子
供
や
青
年
層
を
含
ん
だ
、
一
般
国
民
の
宗
教
心
へ
の
介
入
で
あ
る
。
こ
れ
は
宗
教
の
健
全
な
知
識
の
習
得
だ
け
で

な
く
、
家
族
愛
や
祖
国
愛
の
健
全
な
発
展
を
も
阻
害
す
る
も
の
だ
と
、
宗
務
庁
は
認
識
し
て
い
る
。
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㈡
　
宗
務
庁
長
官
の
見
解

　
筆
者
は
こ
れ
ま
で
も
、
歴
代
の
宗
務
庁
長
官
の
ラ
イ
ク
リ
ッ
キ
や
国
民
統
合
に
対
す
る
視
座
を
考
察
し
て
き
た
。
歴
代
の
長
官
た
ち
も

ま
た
、
宗
務
庁
が
宗
教
の
悪
用
と
戦
う
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
き
た
。
F
E
T 

Ö
事
件
を
受
け
て
、
歴
代
長
官
も
強
い
非
難
を
表

明
し
て
い
る
。
第
一
六
代
宗
務
庁
長
官
ア
リ
ー
・
バ
ル
ダ
ク
オ
ー
ル
（
任
期
二
〇
〇
三
〜
二
〇
一
〇
年
）
は
、「
あ
る
個
人
や
集
団
が
、
自

ら
の
利
益
の
た
め
に
宗
教
的
諸
価
値
を
何
度
も
無
責
任
に
消
費
し
て
、
国
民
の
宗
教
と
の
結
び
つ
き
を
〔
利
用
す
る
〕
機
会
だ
と
捉
え
、

宗
教
搾
取
を
行
う
こ
と
に
〔
イ
ス
ラ
ー
ム
崩
壊
の
〕
大
き
な
原
因
が
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
ム
ス
リ
ム
だ
け
で
な
く
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る

犯
罪
で
あ
り
、
新
た
な
世
代
を
イ
ス
ラ
ー
ム
の
誤
っ
た
道
に
引
き
ず
り
こ
む
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
）
24
（
る
。
続
い
て
、
F
E
T 

Ö
事
件
発

生
時
の
長
官
で
あ
っ
た
第
一
七
代
宗
務
庁
長
官
メ
フ
メ
ッ
ト
・
ギ
ョ
ル
メ
ズ
（
任
期
二
〇
一
〇
〜
二
〇
一
七
年
）
は
、「〔
人
々
を
〕
自
由
に

扱
う
ロ
ボ
ッ
ト
組
織
が
、
我
々
国
民
を
、
ア
ッ
ラ
ー
と
預
言
者
を
、
そ
の
盟
友
ら
を
裏
切
っ
て
き
た
の
で
あ
る
」、「
夢
や
霊
感
を
誇
張
し

て
人
々
を
騙
す
こ
と
で
、
ま
じ
な
い
の
世
界
を
作
り
出
し
、
聖
者
伝
説
や
物
語
に
よ
っ
て
、
宗
教
の
正
し
い
知
識
に
反
す
る
精
神
性
を
生

み
だ
そ
う
と
す
る
試
み
は
、
決
し
て
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
を
〔
自
ら
の
利
益
を
え
る
た
め
の
〕
手
段
と
す
る
よ
う
な
集
団
、

徒
党
、
組
織
、
あ
る
い
は
構
築
物
を
、〝
宗
教
ジ
ェ
マ
ー
ト
〔
教
団
〕〞
と
名
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
）
25
（
い
」
と
発
言
す
る
な
ど
、
宗
教
の
悪

用
と
国
民
の
ロ
ボ
ッ
ト
化
を
企
て
る
ギ
ュ
レ
ン
運
動
を
非
難
し
て
い
る
。
と
く
に
ギ
ョ
ル
メ
ズ
は
、
F
E
T 

Ö
組
織
の
な
か
で
、
子
供

た
ち
は
四
つ
の
特
性
を
失
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
個
性
や
人
格
、
②
家
族
の
結
び
つ
き
、
③
国
民
と
の
結
び
つ
き
、
④
イ
ス

ラ
ー
ム
共
同
体
（
ウ
ン
マ
）
と
の
結
び
つ
き
、
で
あ
）
26
（

る
。
ギ
ュ
レ
ン
運
動
の
よ
う
な
宗
教
組
織
に
よ
っ
て
、
ト
ル
コ
国
民
の
健
全
な
宗
教

心
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
が
崩
壊
す
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
現
在
の
宗
務
庁
長
官
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　
現
在
の
第
一
八
代
宗
務
庁
長
官
で
あ
る
ア
リ
ー
・
エ
ル
バ
シ
ュ
（
任
期
二
〇
一
七
年
〜
現
）
27
（

在
）
も
ま
た
就
任
以
来
、
ギ
ュ
レ
ン
運
動
を
強

く
非
難
す
る
一
方
で
、
健
全
な
宗
教
教
育
を
提
供
し
、
家
族
と
の
結
び
つ
き
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
重
ね
て
強
調
し
て
い
る
。
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エ
ル
バ
シ
ュ
は
、「
二
〇
一
六
年
七
月
一
五
日
に
我
々
の
国
家
の
す
べ
て
を
傷
つ
け
た
F
E
T 

Ö
テ
ロ
組
織
は
、
ア
ッ
ラ
ー
と
預
言
者

の
創
造
の
力
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
概
念
、
人
間
と
良
心
の
価
値
を
歪
め
、
破
壊
し
、
宗
教
を
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
利
益
を
え
る
手
段
と
す
る
詐

取
の
秘
密
組
織
な
の
で
あ
る
。
こ
の
不
吉
な
組
織
は
、
曖
昧
で
神
秘
的
な
言
説
を
、
宗
教
的
規
範
に
よ
っ
て
覆
い
隠
し
、
表
面
的
に
は

〔
人
々
か
ら
〕
尊
敬
を
受
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
せ
か
け
て
、
実
際
に
は
排
外
的
な
手
段
に
よ
っ
て
、
ク
ル
ア
ー
ン
と
ハ
デ
ィ
ー
ス
〔
ム

ハ
ン
マ
ド
の
言
行
録
〕
を
搾
取
し
、
宗
教
の
あ
ら
ゆ
る
原
則
と
神
聖
さ
を
、
危
険
な
目
的
の
た
め
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
そ
の

成
員
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
関
す
る
、
ク
ル
ア
ー
ン
を
は
じ
め
と
し
た
健
全
な
根
源
か
ら
知
識
を
え
る
こ
と
を
妨
害
し
て
き
た
の
で
あ
り
、

批
判
的
な
見
解
を
無
視
す
る
よ
う
な
、
命
令
を
実
行
す
る
だ
け
の
ロ
ボ
ッ
ト
に
成
員
は
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
」
と
述
べ
て
い
）
28
（

る
。
エ
ル

バ
シ
ュ
は
、
こ
う
し
た
発
言
以
外
に
も
、
様
々
な
機
会
（
宗
教
会
議
、
国
際
会
議
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
）
を
通
じ
て
、
ギ
ュ
レ
ン
運
動
を
非
難

し
て
い
）
29
（
る
。
そ
し
て
「
イ
ス
ラ
ー
ム
フ
ォ
ビ
ア
、
暴
力
、
テ
ロ
、
宗
教
搾
取
、
人
種
主
義
と
差
別
、
嫌
悪
や
圧
制
を
行
う
よ
う
な
力
が
満

ち
て
い
る
こ
の
時
代
の
な
か
で
、
宗
務
庁
の
責
任
は
、
ど
の
時
代
よ
り
も
増
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
正
し
い
宗
教
教
育
に
よ
っ
て
国
民

を
ま
と
め
あ
げ
る
必
要
性
を
語
っ
て
い
）
30
（

る
。

　
一
方
で
エ
ル
バ
シ
ュ
は
、
宗
務
庁
が
国
民
生
活
に
関
与
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
主
張
す
）
31
（
る
。
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
宗
務
庁

は
国
民
、
と
く
に
子
供
や
若
者
層
が
ギ
ュ
レ
ン
系
列
の
学
校
や
組
織
に
よ
っ
て
搾
取
さ
れ
、
洗
脳
さ
れ
る
こ
と
で
家
族
生
活
や
祖
国
愛
か

ら
引
き
離
さ
れ
、
違
法
な
活
動
に
与
す
る
こ
と
を
警
戒
し
て
い
る
。
子
供
や
若
者
に
と
っ
て
、
家
族
と
は
人
生
や
生
活
の
基
盤
で
あ
る
。

エ
ル
バ
シ
ュ
は
、
家
族
と
は
、
言
語
、
思
想
、
文
化
、
学
問
、
倫
理
と
美
学
を
獲
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
一
人
一
人
の
人
生
に
お
い
て

も
決
定
的
に
重
要
だ
と
す
る
。
そ
し
て
「
家
族
と
は
、
社
会
と
国
民
の
記
憶
を
未
来
へ
と
伝
え
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
想
像
力
、
理
想

を
形
作
る
も
の
で
あ
り
、
未
来
へ
と
引
き
継
が
れ
、
人
間
的
・
文
化
的
価
値
、
歴
史
的
持
続
性
、
全
体
性
の
守
り
手
と
な
る
重
要
な
組
織

で
あ
る
」
た
め
に
、「
家
族
組
織
を
、
そ
の
核
心
部
分
の
消
失
や
退
化
か
ら
守
る
こ
と
こ
そ
が
、
我
々
皆
に
共
通
す
る
た
っ
た
一
つ
の
責

任
な
の
だ
」
と
述
べ
）
32
（
る
。
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国
民
統
合
の
促
進
と
、
健
全
な
宗
教
性
の
維
持
に
努
め
る
宗
務
庁
に
と
っ
て
、
ギ
ュ
レ
ン
運
動
の
よ
う
な
、
カ
リ
ス
マ
性
や
不
健
全
な

特
徴
が
あ
る
宗
教
組
織
は
、
決
し
て
許
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
が
常
態
化
し
て
い
る
ト
ル
コ
で
は
、
宗

務
庁
以
外
に
も
、
国
民
か
ら
大
き
な
求
心
力
、
支
持
を
得
る
宗
教
組
織
が
多
数
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
改
善
し
、
宗
務
庁
へ
の
支

持
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
宗
務
庁
副
長
官
を
務
め
た
メ
フ
メ
ッ
ト
・
オ
ザ
フ
シ
ャ
ル
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
人
々
の
生
活
か
ら
、
宗
教

的
な
搾
取
が
行
わ
れ
る
場
所
を
閉
ざ
し
て
い
く
し
か
な
）
33
（

い
。
宗
務
庁
が
金
曜
礼
拝
時
に
呼
び
か
け
た
よ
う
に
、
ト
ル
コ
国
民
は
「
子
供
た

ち
を
誰
の
手
に
委
ね
、
誰
と
友
達
で
あ
る
の
か
、
時
間
を
ど
こ
で
過
ご
し
て
い
る
の
か
、
宗
教
の
名
に
お
い
て
何
を
学
ん
で
い
る
か
、
注

意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
に
な
）
34
（

る
。
こ
れ
は
、
国
民
の
宗
教
生
活
の
監
視
・
監
督
を
強
化
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

五
　
宗
務
庁
や
関
係
省
庁
に
よ
る
対
F
E
T
 Ö
戦
略

　
宗
務
庁
は
、
F
E
T 

Ö
事
件
発
生
後
に
様
々
な
対
策
を
採
っ
て
き
た
。
例
え
ば
、
①
宗
教
搾
取
に
対
す
る
国
民
の
意
識
を
高
め
る
た

め
の
説
教
や
啓
蒙
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
、
②
対
F
E
T 

Ö
戦
略
発
展
の
た
め
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
、
③
都
市
部
の
モ
ス
ク
で
任

に
就
い
て
い
る
一
万
一
二
〇
〇
人
の
役
人
へ
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
、
④
「
宗
教
搾
取
運
動
F
E
T 

Ö
・
P
D
Y
」、「
宗
教
搾
取
」、

「
七
月
一
五
日
カ
レ
ン
ダ
ー
」、「
七
月
一
五
日
の
英
雄
の
声
」
と
い
っ
た
出
版
物
を
市
民
に
提
供
す
る
。
⑤
F
E
T 

Ö
に
関
す
る
宗
務

庁
の
報
告
書
を
ア
ル
バ
ニ
ア
語
、
ロ
シ
ア
語
、
英
語
で
出
版
す
る
。
⑥
宗
務
庁
財
団
か
ら
「
F
E
T 

Ö
：
組
織
化
さ
れ
た
宗
教
搾
取
の

分
析
」、「
ギ
ュ
レ
ン
組
織
」
と
い
っ
た
著
作
を
出
版
す
る
。
⑦
宗
務
庁
の
月
刊
誌
で
広
報
す
る
、
な
ど
で
あ
）
35
（

る
。

　
こ
う
し
た
政
策
を
展
開
す
る
一
方
で
、
宗
務
庁
は
子
供
や
若
者
層
に
対
す
る
働
き
か
け
も
強
め
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
一
一
月
二
五
〜

二
八
日
、
エ
ル
ド
ア
ン
大
統
領
も
出
席
し
て
開
催
さ
れ
た
、
宗
務
庁
主
催
の
第
六
回
宗
教
会
議
で
も
、
宗
務
庁
が
家
族
組
織
を
強
化
す
る

た
め
に
貢
献
し
て
い
く
と
宣
言
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
宗
教
と
国
民
的
諸
価
値
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
、
子
供
た
ち
の
精
神
か
ら
、
外
国
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産
の
も
の
や
攻
撃
的
な
動
機
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
も
の
を
排
除
し
て
い
く
と
し
て
い
）
36
（
る
。
宗
務
庁
の
み
が
合
法
的
に
、
人
々
の
精
神
的
な

発
展
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
）
37
（

る
。
そ
れ
以
外
の
宗
教
組
織
が
、
家
族
・
子
供
・
若
者
た
ち
の
精
神
性
に
関
与
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
ト

ル
コ
の
政
治
社
会
的
な
状
況
を
鑑
み
れ
ば
、
徐
々
に
厳
し
く
制
限
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
宗
務
庁
に
よ
る
国
民
生
活
へ
の
影
響
力
が
拡

大
す
れ
ば
、
そ
れ
は
国
家
・
政
府
に
よ
る
社
会
統
制
や
、
国
民
の
宗
教
心
へ
の
介
入
を
強
め
る
こ
と
に
も
繫
が
っ
て
い
く
。

　
近
年
宗
務
庁
は
各
省
庁
と
様
々
な
プ
ロ
ト
コ
ル
に
調
印
し
、
協
働
で
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
践
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
①
法
務
省
と
と
も

に
、
受
刑
者
に
対
す
る
宗
教
サ
ー
ビ
ス
と
教
育
を
行
っ
て
い
く
、
②
家
族
・
社
会
政
策
省
と
と
も
に
、
家
族
、
女
性
、
子
供
、
若
者
、
高

齢
者
、
障
が
い
者
に
対
す
る
、
社
会
支
援
シ
ス
テ
ム
を
強
化
す
る
、
③
緑
の
月
〔
依
存
症
克
服
の
た
め
の
ト
ル
コ
の
N
P
O
法
人
〕
と
と
も

に
、
人
々
を
あ
ら
ゆ
る
依
存
か
ら
救
済
す
る
た
め
に
、
宗
務
庁
が
活
発
に
貢
献
し
て
い
く
、
④
保
険
省
と
と
も
に
、
病
院
の
患
者
や
そ
の

家
族
、
病
院
の
職
員
に
、
道
徳
性
や
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
維
持
さ
せ
、
宗
教
的
、
精
神
的
問
題
で
の
相
談
や
指
導
を
行
う
、
⑤
青
年
ス

ポ
ー
ツ
省
と
と
も
に
、
省
が
運
営
す
る
学
生
寮
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
、
キ
ャ
ン
プ
、
青
年
セ
ン
タ
ー
で
宗
教
サ
ー
ビ
ス
と
教
育
を
行
い
、
精

神
的
指
導
と
相
談
を
行
う
、
⑥
〔
ト
ル
コ
内
務
省
〕
災
害
緊
急
事
態
監
視
局
と
と
も
に
、
都
市
部
や
避
難
セ
ン
タ
ー
の
避
難
民
に
対
し
て
、

宗
教
サ
ー
ビ
ス
と
教
育
の
要
請
に
対
応
し
て
い
く
、
と
い
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
行
し
て
き
）
38
（
た
。
と
く
に
F
E
T 

Ö
事
件
以
降
は
、
よ

り
家
族
や
子
供
、
若
者
を
対
象
に
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
心
が
、「
青
年
ス
ポ
ー
ツ
省
」
を
は
じ
め
と
し
た
各

省
庁
と
の
協
働
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
、
宗
務
庁
に
よ
る
「
精
神
相
談
と
宗
教
指
導
サ
ー
ビ
ス
」
で
あ
る
。

　
宗
務
庁
は
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
に
も
青
年
ス
ポ
ー
ツ
省
と
新
た
な
協
働
プ
ロ
ト
コ
ル
に
調
印
し
た
。
こ
れ
は
、
若
者
、
子
供
、
家
族
、

国
民
に
と
っ
て
の
有
益
な
宗
教
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
青
年
ス
ポ
ー
ツ
局
の
関

連
組
織
・
施
設
に
て
、
宗
務
庁
の
役
人
が
精
神
相
談
と
宗
教
サ
ー
ビ
ス
を
行
い
、
ク
ル
ア
ー
ン
、
宗
教
、
価
値
教
育
を
提
供
す
る
と
し
て

い
る
。
宗
務
庁
の
ク
ル
ア
ー
ン
コ
ー
ス
に
参
加
し
て
い
る
子
供
や
若
者
に
も
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
従
事
さ
せ
、
物
質
的
・
社
会
的
活
動
に
参

加
さ
せ
る
も
の
だ
と
す
る
。
青
年
ス
ポ
ー
ツ
省
長
官
で
あ
る
メ
フ
メ
ッ
ト
・
カ
サ
プ
オ
ー
ル
は
、「
こ
う
し
た
協
働
に
よ
っ
て
、
搾
取
領
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域
が
閉
鎖
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
）
39
（
る
。

　
青
年
ス
ポ
ー
ツ
省
は
、
学
生
向
け
の
ロ
ー
ン
や
奨
学
金
、
学
生
寮
を
提
供
す
る
「
学
生
ロ
ー
ン
と
寮
総
局
（K

Y
K

: K
redi ve Yurtlar 

G
enel M

üdürlüğü

）」
を
有
し
て
い
る
。
現
在
Ｋ
Ｙ
Ｋ
は
、
親
元
を
離
れ
た
学
生
が
違
法
組
織
に
搾
取
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
役
割
も

担
っ
て
い
）
40
（
る
。
カ
サ
プ
オ
ー
ル
長
官
は
、
七
〇
万
人
を
超
え
る
学
生
が
Ｋ
Ｙ
Ｋ
の
寮
を
利
用
し
て
い
る
と
し
た
う
え
で
、「
宝
物
〔
若

者
〕
を
搾
取
し
、
悪
用
す
る
こ
と
を
望
む
者
ら
に
開
か
れ
た
領
域
を
残
さ
な
い
よ
う
に
し
、
若
者
が
彼
ら
に
魅
了
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
が
、
我
々
の
基
本
的
な
目
的
で
あ
る
。
不
幸
に
も
、
あ
る
秘
密
主
義
者
に
よ
っ
て
、
我
々
の
若
者
た
ち
は
か
つ
て
搾
取
さ

れ
て
し
ま
っ
た
」
と
し
、
宗
務
庁
と
の
協
働
に
よ
っ
て
、
若
者
の
「
我
々
（Biz

）」
意
識
を
回
復
す
る
こ
と
を
掲
げ
て
い
）
41
（

る
。
こ
こ
で
い

う
「
我
々
」
意
識
の
回
復
と
は
、
ギ
ュ
レ
ン
運
動
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
若
者
の
帰
属
意
識
の
奪
還
で
あ
る
。
こ
う
し
て
Ｄ
Ｋ
Ａ
Ｂ
以
外
で

も
、
国
家
が
管
理
し
、
宗
務
庁
の
役
人
が
出
入
り
す
る
施
設
に
て
、
子
供
や
若
者
を
育
て
て
い
く
と
い
う
囲
い
込
み
教
育
を
実
施
し
、
子

供
や
若
者
層
へ
の
「
監
視
」
を
強
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
も
う
一
方
の
宗
務
庁
の
対
宗
教
搾
取
政
策
で
あ
る
「
精
神
相
談
と
宗
教
指
導
サ
ー
ビ
ス
」
も
ま
た
、
若
者
を
対
象
に
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、「
社
会
の
全
領
域
で
宗
教
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
宗
務
庁
が
、
社
会
組
織
の
重
要
な
部
分
を
担
う

若
者
を
、
国
民
的
・
精
神
的
諸
価
値
を
軸
に
し
て
育
成
す
る
こ
と
へ
の
貢
献
を
目
的
と
し
て
、
宗
教
・
社
会
・
文
化
・
教
育
と
い
っ
た
領

域
に
お
け
る
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
、
参
加
型
の
活
動
を
行
っ
て
い
く
」
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
我
々
国
民

の
未
来
を
確
立
す
る
若
者
が
、
知
識
、
道
徳
、
美
学
、
魂
の
美
し
さ
、
慈
悲
、
そ
し
て
公
正
の
感
覚
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
る
こ
と
に
貢
献

す
る
こ
と
を
保
証
し
、
国
民
を
結
束
さ
せ
る
諸
価
値
や
、
人
間
的
な
特
徴
や
美
徳
を
世
代
か
ら
世
代
へ
と
引
き
継
が
せ
、
そ
の
誕
生
を
確

立
す
る
も
の
で
あ
り
（
中
略
）〔
そ
の
た
め
に
宗
務
庁
は
〕
青
年
ス
ポ
ー
ツ
省
や
そ
の
他
の
関
係
組
織
と
協
働
し
て
精
神
的
相
談
サ
ー
ビ
ス
を

実
行
す
る
も
の
」
だ
と
い
）
42
（

う
。

　
宗
務
庁
は
二
〇
〇
三
年
か
ら
「
家
族
と
宗
教
指
導
局
」
を
設
立
す
る
こ
と
で
、
以
前
か
ら
女
性
や
子
供
に
関
す
る
問
題
、
暴
力
と
い
っ
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た
日
常
生
活
に
関
わ
る
問
題
の
解
決
を
図
っ
て
き
）
43
（
た
。
し
か
し
近
年
で
は
、
よ
り
若
者
を
焦
点
に
し
た
宗
教
的
な
働
き
か
け
が
増
加
し
て

い
る
。
宗
務
庁
が
公
表
し
た
「
宗
務
庁
戦
略
プ
ラ
ン
：
二
〇
一
九
〜
二
〇
二
三
年
」
で
も
、
学
生
寮
や
教
育
機
関
、
若
者
セ
ン
タ
ー
、
青

年
キ
ャ
ン
プ
な
ど
で
、
精
神
的
な
相
談
を
行
い
、
宗
教
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
家
族
や
若
者
へ
の
宗

教
サ
ー
ビ
ス
は
、「
社
会
的
・
文
化
的
内
容
を
含
む
宗
教
サ
ー
ビ
ス
」
と
し
て
、
宗
務
庁
が
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た
「
モ
ス
ク
サ
ー
ビ

ス
」、「
宗
教
広
報
」
な
ど
と
同
格
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。「
依
存
や
有
害
な
慣
習
に
よ
っ
て
、
若
者
を
は
じ
め
と
し
て
、
家
族
生
活

や
社
会
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
宗
務
庁
が
社
会
の
全
領
域
に
関
係
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
と
強
調
し
て
い
）
44
（
る
。

こ
の
よ
う
に
宗
務
庁
の
活
動
範
囲
が
拡
大
し
て
い
る
背
景
に
は
、
単
な
る
一
個
人
の
生
活
問
題
の
解
決
の
み
な
ら
ず
、
ト
ル
コ
国
民
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
保
護
、
強
化
、
結
束
と
い
う
動
機
が
あ
る
。
ト
ル
コ
全
体
で
み
れ
ば
、
A
K
P
政
権
下
に
お
い
て
宗
教
教
育
は
拡

大
傾
向
に
あ
る
。
二
〇
一
二
年
か
ら
は
、
中
学
・
高
校
の
選
択
科
目
と
し
て
、
ク
ル
ア
ー
ン
や
ム
ハ
ン
マ
ド
に
関
す
る
授
業
が
採
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
ま
た
ク
ル
ア
ー
ン
コ
ー
ス
の
年
齢
制
限
が
撤
廃
さ
れ
、
四
〜
六
歳
の
子
供
も
、
宗
務
庁
の
下
で
宗
教
学
習
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
）
45
（

た
。
年
々
宗
教
教
育
の
機
会
が
増
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
搾
取
領
域
の
閉
鎖
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
今
後
も
拡
大

し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
エ
ル
バ
シ
ュ
長
官
の
い
う
「
若
者
を
正
し
く
導
く
こ
と
」
は）

46
（

、
す
で
に
ト
ル
コ
国
家
の
安
全
保
障
問
題
に
直

結
し
た
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
宗
務
庁
は
、
F
E
T 

Ö
事
件
を
機
に
、
国
家
の
安
全
保
障
と
深
く
関
わ
る
ト
ル
コ
国
民
の

宗
教
心
に
、
積
極
的
に
関
与
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。

六
　
宗
務
庁
に
よ
る
宗
教
心
管
理
の
困
難
さ

　
こ
の
よ
う
に
F
E
T 

Ö
事
件
以
降
、
宗
務
庁
は
積
極
的
に
国
民
生
活
、
と
く
に
若
者
層
へ
の
介
入
を
強
め
て
い
る
。
し
か
し
、
宗
務

庁
を
宗
教
的
権
威
と
す
る
こ
と
で
、
全
ト
ル
コ
国
民
に
健
全
な
宗
教
知
識
を
提
供
し
、
宗
教
的
な
搾
取
領
域
を
閉
鎖
し
、
そ
し
て
人
々
の
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宗
教
心
を
管
理
監
督
し
よ
う
と
い
う
試
み
に
は
、
多
く
の
困
難
が
あ
る
。

　
ト
ル
コ
研
究
者
ら
に
よ
っ
て
、
ト
ル
コ
国
民
の
宗
教
性
・
宗
教
心
は
、
神
学
的
な
教
義
や
聖
典
よ
り
も
、
地
域
の
宗
教
的
な
文
化
遺
産

や
、
口
頭
伝
承
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
）
47
（
る
。
つ
ま
り
は
、
宗
務
庁
の
ク
ル
ア
ー
ン
コ
ー
ス
で
の
宗
教
学
習
や
、
Ｄ

Ｋ
Ａ
Ｂ
と
い
っ
た
宗
教
の
義
務
教
育
以
上
に
、
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
の
伝
統
文
化
や
、
親
族
を
含
め
た
周
囲
の
人
々
か
ら
の
宗
教
的
な
影

響
力
の
方
が
、
個
人
の
宗
教
心
の
形
成
に
大
き
く
関
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
宗
務
庁
の
宗
教
的
権
威
や
影
響
力
に
対
し
て
も
、

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
宗
務
庁
は
、
そ
う
し
た
懸
念
を
裏
付
け
る
よ
う
な
調
査
結
果
を
公
表
し
て

い
る
。

　
現
在
の
宗
務
庁
は
、「
ト
ル
コ
に
お
け
る
宗
教
生
活
調
査
」
を
行
う
こ
と
で
、
ト
ル
コ
国
民
の
宗
教
心
を
全
体
的
に
把
握
し
よ
う
と
試

み
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
度
の
予
算
案
に
も
計
上
さ
れ
た
「
ト
ル
コ
に
お
け
る
宗
教
生
活
調
査
」
だ
が
、
ト
ル
コ
の
国
営
放
送
で
あ
る

T
R
T
は
、
同
調
査
を
「
F
E
T 

Ö
と
の
戦
い
に
向
け
た
基
礎
的
な
準
備
」
の
一
環
と
し
て
捉
え
て
い
）
48
（
る
。
一
方
で
、
現
在
公
表
さ
れ

て
い
る
二
〇
一
四
年
度
版
の
「
ト
ル
コ
に
お
け
る
宗
教
生
活
調
査
」
を
み
て
み
る
と
、
宗
務
庁
に
よ
る
「
宗
教
搾
取
領
域
の
閉
鎖
」
を
十

分
に
行
う
に
は
ほ
ど
遠
い
、
ト
ル
コ
国
民
の
宗
教
意
識
が
み
え
て
く
る
。

　
同
調
査
は
、
ト
ル
コ
統
計
局
の
協
力
の
も
と
で
、
ト
ル
コ
国
内
の
都
市
部
・
郊
外
で
、
三
万
七
六
二
四
世
帯
（
一
八
歳
以
上
）
を
対
象

に
行
な
わ
れ
た
。
ま
た
実
に
様
々
な
設
問
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
多
角
的
に
ト
ル
コ
国
民
の
宗
教
心
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と

え
ば
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
ク
ル
ア
ー
ン
を
読
め
る
者
は
四
一
・
九
％
で
あ
る
。
ま
た
礼
拝
を
毎
回
時
間
通
り
に
行
う
者

は
、
四
二
・
五
％
で
あ
り
、
礼
拝
を
時
間
通
り
に
ま
っ
た
く
行
わ
な
い
者
は
一
六
・
九
％
で
あ
る
。
一
方
で
、
こ
の
調
査
結
果
で
興
味
深

い
の
は
、「
宗
教
知
識
の
獲
得
手
段
」
や
「
宗
教
教
団
」
に
関
す
る
ト
ル
コ
国
民
の
考
え
方
で
あ
る
。
複
数
回
答
を
含
め
た
数
値
も
あ
る

が
、
人
々
が
宗
教
知
識
に
関
す
る
情
報
源
は
九
一
・
八
％
が
家
族
や
隣
人
か
ら
で
あ
り
、
続
い
て
モ
ス
ク
の
宗
教
役
人
が
四
三
％
、
テ
レ

ビ
・
ラ
ジ
オ
・
新
聞
雑
誌
は
二
四
・
六
％
、
自
学
が
二
三
・
二
％
、
宗
務
庁
の
ク
ル
ア
ー
ン
コ
ー
ス
が
二
二
％
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
宗
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教
的
知
識
を
発
展
さ
せ
る
手
段
と
し
て
は
、
周
囲
で
宗
教
知
識
を
も
つ
人
か
ら
の
助
力
が
五
三
％
で
あ
り
、
宗
務
庁
の
役
人
は
わ
ず
か
二

七
・
二
％
、
宗
務
庁
の
出
版
物
も
一
六
・
三
％
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
利
用
も
四
・
七
％
に
留
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
宗
教
的
知
識
を
発
展

さ
せ
て
い
く
さ
い
に
、
そ
れ
ら
を
奨
励
し
て
く
れ
る
存
在
も
、
家
族
や
隣
人
が
八
五
・
四
％
、
友
人
が
四
〇
・
八
％
、
宗
務
庁
の
役
人
が

一
六
・
三
％
、
宗
教
組
織
や
教
団
が
一
一
・
六
％
と
な
っ
て
お
り
、
宗
務
庁
と
宗
教
教
団
と
の
間
に
、
宗
教
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
大

き
な
違
い
が
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
加
え
て
、
宗
教
問
題
を
相
談
す
る
場
所
も
、
宗
教
知
識
を
も
っ
て
い
る
隣
人
が
六
五
・
六
％
、

宗
務
庁
の
役
人
が
五
八
・
九
％
で
あ
り
、
宗
務
庁
が
知
識
の
情
報
源
、
知
識
の
発
展
手
段
、
相
談
役
と
し
て
、
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い

こ
と
が
窺
え
）
49
（

る
。

　「
宗
教
組
織
や
教
団
」
へ
の
認
識
に
関
し
て
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
ト
ル
コ
国
民
の
宗
教
組
織
や
教
団
に

対
す
る
根
強
い
支
持
が
確
認
で
き
る
。
宗
教
組
織
や
教
団
が
有
益
で
あ
る
か
ど
う
か
に
は
賛
成
が
五
〇
・
五
％
で
あ
り
、
一
部
賛
成
が
一

九
％
、
反
対
が
一
六
・
七
％
、
分
か
ら
な
い
が
一
二
・
二
％
、
返
答
な
し
が
一
・
六
％
に
な
っ
て
い
る
。
国
民
皆
が
宗
教
組
織
や
教
団
活

動
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
に
は
賛
成
が
一
八
・
二
％
、
一
部
賛
成
が
一
八
・
八
％
、
反
対
が
四
七
・
四
％
、
分
か
ら
な

い
が
一
四
％
、
返
答
な
し
が
一
・
八
％
で
あ
る
。
ま
た
、
宗
教
集
団
や
教
団
を
禁
止
す
べ
き
か
ど
う
か
に
は
、
賛
成
が
七
・
四
％
、
一
部

賛
成
が
一
三
・
四
％
、
反
対
が
六
三
・
一
％
、
分
か
ら
な
い
が
一
四
・
三
％
、
返
答
な
し
が
一
・
八
％
で
あ
る
。
宗
教
組
織
と
集
団
を
物

質
的
・
精
神
的
に
支
え
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
で
は
、
賛
成
が
四
〇
・
二
％
、
一
部
賛
成
が
二
三
・
四
％
、
反
対
が
一
九
・
五
％
、
分

か
ら
な
い
が
一
五
・
一
％
、
返
答
な
し
が
一
・
八
％
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
宗
教
組
織
や
教
団
の
活
動
を
国
家
が
監
督
す
べ
き
か
ど
う
か
に

は
、
賛
成
が
六
七
・
五
％
、
一
部
賛
成
が
一
一
％
、
反
対
が
六
・
九
％
、
分
か
ら
な
い
が
一
三
％
、
返
答
な
し
が
一
・
六
％
に
な
っ
て
い

る
）
50
（

。
　
共
和
国
建
国
以
降
、
宗
教
組
織
、
教
団
の
修
道
場
・
聖
者
廟
な
ど
は
世
俗
化
改
革
の
中
で
禁
止
さ
れ
た
が
、
宗
教
組
織
や
教
団
は
市
井

の
な
か
で
秘
密
裡
に
活
動
し
、
人
々
の
支
持
を
得
て
き
た
。
宗
務
庁
の
活
動
が
活
発
化
し
た
時
期
も
一
九
八
〇
年
代
以
降
で
あ
る
た
め
、
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と
く
に
欧
州
の
ト
ル
コ
系
移
民
社
会
で
は
、
宗
務
庁
よ
り
も
早
く
、
宗
教
組
織
や
教
団
が
そ
の
要
望
に
応
え
て
い
っ
た
。
ギ
ュ
レ
ン
運
動

も
こ
う
し
た
な
か
で
誕
生
し
て
い
る
。
調
査
結
果
を
み
れ
ば
、
ト
ル
コ
国
民
の
多
く
は
、
宗
務
庁
の
監
督
を
受
け
つ
つ
も
、
宗
教
組
織
や

教
団
に
対
し
て
好
意
的
で
あ
り
、
国
民
生
活
に
根
付
い
た
存
在
だ
と
い
え
る
。
加
え
て
、
宗
教
信
仰
全
般
に
か
か
わ
る
事
柄
で
も
、
宗
務

庁
組
織
が
ト
ル
コ
国
民
か
ら
の
期
待
を
一
身
に
背
負
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
よ
っ
て
、
宗
教
組
織
や
教
団
の
影
響
力
を
ト
ル
コ
国
民

の
社
会
生
活
か
ら
一
掃
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い
と
い
え
る
。
実
際
に
宗
務
庁
は
、「
宗
教
広
報
を
社
会
の
全
領
域
に
届
け
ら
れ
て

い
な
い
」
と
述
べ
て
お
）
51
（
り
、
宗
務
庁
の
み
が
宗
教
的
な
知
識
源
と
な
る
に
は
多
く
の
課
題
が
あ
る
。

　
前
述
の
ユ
ク
セ
ル
は
、
宗
教
搾
取
領
域
を
閉
鎖
す
る
た
め
に
、
い
か
の
よ
う
な
提
言
を
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
両
親
が
共
働
き
で
あ
れ
ば
、

夏
休
み
期
間
で
も
子
供
た
ち
が
安
全
な
環
境
で
ス
ポ
ー
ツ
、
社
会
的
、
文
化
的
活
動
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
学

校
を
全
日
制
に
移
行
す
べ
き
だ
と
す
る
。
ま
た
授
業
終
了
か
ら
夜
ま
で
、
さ
ら
に
は
土
曜
日
で
あ
っ
て
も
、
子
供
た
ち
が
関
わ
る
あ
ら
ゆ

る
領
域
で
、
そ
の
活
動
を
整
備
し
て
い
く
べ
き
だ
と
す
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
各
家
庭
が
、
他
の
宗
教
組
織
や
民
間
の
学
習
コ
ー
ス
に

子
供
た
ち
を
委
ね
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
子
供
た
ち
を
そ
こ
か
ら
救
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
国
民
教

育
省
、
青
年
ス
ポ
ー
ツ
省
、
宗
務
庁
、
学
生
ロ
ー
ン
と
寮
総
局
（
Ｋ
Ｙ
Ｋ
）
と
い
っ
た
組
織
が
、
若
者
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
教
育
的
、
精

神
的
、
社
会
的
、
宗
教
的
要
請
に
対
応
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
）
52
（

る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
終
日
に
わ
た
り
子
供
や
若
者
た
ち
の
活
動
の
す
べ
て
を
、
国
家
機
関
が
監
督
・
指
導
す
る
こ
と
は
、
非
ス
ン
ニ
派
に

属
す
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
集
団
を
含
め
て
、
国
民
の
宗
教
と
良
心
の
自
由
の
侵
害
を
招
き
、
国
民
の
宗
教
生
活
を
委
縮
さ
せ
る
恐
れ
が
あ

る
。
前
述
の
よ
う
に
宗
務
庁
は
、
人
付
き
合
い
だ
け
で
な
く
、
宗
教
の
名
の
下
で
何
を
学
ん
で
い
る
の
か
注
意
す
る
よ
う
国
民
に
呼
び
か

け
て
い
）
53
（
る
。
国
民
生
活
や
宗
教
心
に
介
入
し
、
人
付
き
合
い
や
、
民
間
の
宗
教
組
織
・
教
団
と
の
関
係
性
に
関
し
て
も
指
導
を
行
う
こ
と

は
、
国
民
社
会
か
ら
の
反
発
を
招
く
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
様
々
な
宗
教
・
民
族
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
が
存
在
す
る
ト
ル
コ
社
会
の
な
か
で
、

画
一
的
な
国
民
像
、
国
民
生
活
を
要
請
す
る
こ
と
か
ら
国
民
間
の
さ
ら
な
る
分
断
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
。
宗
務
庁
や
そ
の
他
省
庁
に
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よ
る
、
ト
ル
コ
国
民
の
宗
教
心
や
そ
の
発
展
過
程
を
一
律
に
監
督
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
、
国
家
権
力
に
よ
る
国
民
生
活
の
統
制
と
い
う

観
点
か
ら
、
多
く
の
問
題
を
は
ら
ん
だ
実
践
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
公
共
秩
序
の
防
衛
を
十
分
に
果
た
せ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
健
全

な
宗
教
的
知
識
を
ト
ル
コ
国
民
に
付
与
す
る
こ
と
で
、
公
共
秩
序
を
防
衛
し
、
過
激
な
宗
教
組
織
の
台
頭
を
防
ぐ
立
場
に
あ
る
宗
務
庁
は
、

国
民
の
宗
教
心
に
関
与
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

七
　
国
家
権
力
と
結
び
つ
く
宗
務
庁

㈠
　
国
家
安
全
保
障
組
織
と
し
て
の
宗
務
庁

　
F
E
T 

Ö
事
件
以
降
、
ト
ル
コ
国
民
の
生
活
環
境
、
と
く
に
宗
教
心
に
か
か
わ
る
事
柄
は
、
ト
ル
コ
国
家
の
安
全
保
障
政
策
に
組
み

込
ま
れ
て
い
る
。
ト
ル
コ
の
子
供
や
若
者
た
ち
に
、
健
全
な
宗
教
心
を
根
付
か
せ
よ
う
と
す
る
試
み
は
以
前
か
ら
あ
っ
た
。
そ
の
一
端
が
、

一
九
八
〇
年
代
以
降
の
宗
教
の
義
務
教
育
化
で
あ
る
D
K
A
B
や
、
宗
務
庁
に
よ
る
ク
ル
ア
ー
ン
コ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
し
か
し
宗
務
庁

や
D
K
A
B
自
体
が
、
ト
ル
コ
民
族
、
あ
る
い
は
ス
ン
ニ
派
へ
の
同
化
政
策
の
手
段
で
あ
る
と
し
て
、
ト
ル
コ
国
内
の
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
ー
集
団
か
ら
は
そ
の
廃
止
や
、
再
構
成
が
要
望
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
昨
今
の
状
況
を
鑑
み
れ
ば
、
国
家
に
よ
る
宗
教
教
育
は
、
廃

止
や
再
構
成
と
は
ま
っ
た
く
の
真
逆
の
形
で
、
よ
り
強
化
さ
れ
る
傾
向
が
強
ま
っ
た
と
い
え
る
。
宗
務
庁
宗
務
最
高
委
員
会
議
長
を
務
め

た
エ
ク
レ
ム
・
ケ
レ
シ
ュ
は
、
宗
教
運
動
の
指
導
者
を
真
理
だ
と
み
な
し
、
そ
れ
ら
を
信
じ
て
い
る
状
況
は
、「
大
き
な
過
ち
が
続
い
て

い
る
」
状
況
だ
と
す
）
54
（
る
。
よ
っ
て
、
宗
教
指
導
者
が
存
在
す
る
組
織
・
集
団
は
、
今
ま
で
以
上
に
宗
務
庁
か
ら
疑
惑
や
警
戒
が
向
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
宗
務
庁
副
長
官
を
務
め
た
ヤ
ヴ
ズ
・
ウ
ナ
ル
が
い
う
よ
う
に
、
宗
務
庁
の
役
人
こ
そ
が
、
ト
ル
コ
社
会
で
最
も
信
頼
さ

れ
、
安
心
さ
れ
る
人
間
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
）
55
（
い
。「
社
会
の
安
全
性
を
再
獲
得
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
対
価
が
な
ん
で
あ
ろ
う
と
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も
、
何
か
を
行
う
必
要
が
あ
れ
ば
、
そ
う
す
べ
）
56
（
き
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
宗
務
庁
が
モ
ス
ク
外
に
お
い
て
、
積
極
的
に
領
域

横
断
的
な
活
動
を
展
開
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
多
様
な
宗
教
的
背
景
を
も
つ
ト
ル
コ
国
民
か
ら
の
反
発
と
も

隣
合
せ
で
あ
る
。

　
宗
務
庁
は
F
E
T
 Ö
だ
け
で
は
な
く
、
D
A
E
Ş
（
イ
ス
ラ
ミ
ッ
ク
・
ス
テ
イ
ト
）
に
対
し
て
も
、
宗
教
詐
取
の
テ
ロ
組
織
だ
と
し
て

非
難
し
て
い
）
57
（

る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
や
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
空
間
が
構
築
さ
れ
る
な
か
で
、
ト
ル
コ
国
民
は
様
々
な
宗
教
的

な
影
響
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
。
エ
ル
バ
シ
ュ
長
官
が
述
べ
る
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
正
し
い
形
で
学
ぶ
こ
と
は
、
ト
ル
コ
の
死
活
問

題
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
、「
我
々
宗
務
庁
は
、
誤
っ
た
知
識
に
よ
る
宗
教
概
念
や
諸
価
値
か
ら
、
我
々
の
社
会
を
分
断
さ
せ

て
、
騙
そ
う
と
す
る
者
ら
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
言
説
や
活
動
へ
の
責
任
を
負
っ
て
お
り
、
健
全
な
る
宗
教
知
識
と
正
し
い
監
督
に
よ
っ

て
、
我
々
国
民
の
精
神
的
生
活
を
指
導
し
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
）
58
（
い
」
こ
と
に
な
る
。
ト
ル
コ
独
自
の
世
俗
主
義
や
政
教
分
離
の
文
脈
の

な
か
で
、
ス
ン
ニ
派
イ
ス
ラ
ー
ム
を
軸
に
し
な
が
ら
、
公
共
秩
序
と
一
般
道
徳
を
司
る
宗
務
庁
に
と
っ
て
、
自
ら
が
こ
れ
以
上
政
治
的
な

争
点
に
な
ら
な
い
こ
と
が
大
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
宗
教
搾
取
の
問
題
が
、
ト
ル
コ
国
家
の
安
全
保
障
問
題
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
に
つ

れ
て
、
宗
務
庁
も
ま
た
そ
の
政
策
に
関
わ
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
今
後
の
ト
ル
コ
社
会
で
は
、
ト
ル
コ
国
家
・
政
府
側
が
、
ム

ス
リ
ム
と
し
て
の
感
情
や
価
値
を
積
極
的
に
利
用
す
る
こ
と
で
、
宗
教
心
や
道
徳
心
の
名
の
下
で
、
国
家
権
力
に
と
っ
て
不
都
合
な
宗
教

的
勢
力
や
感
情
、
態
度
、
行
為
を
管
理
し
、
排
除
す
る
傾
向
が
よ
り
強
ま
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

　
ト
ル
コ
に
お
け
る
宗
教
心
の
在
り
方
と
は
、
な
が
ら
く
政
治
的
な
議
論
の
中
心
に
あ
っ
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
と
は
良
心
の
な
か
に
純
粋
な

形
で
留
め
ら
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。
ト
ル
コ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
に
は
、
国
家
の
監
督
を
受
け
る
こ
と
で
、
ト
ル
コ
国
家
・
政
府
を

脅
か
さ
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
個
人
の
宗
教
や
良
心
の
自
由
、
宗
務
庁
、
公
共
秩
序
、
国
家
の
安
全
保
障
が
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い

て
い
る
限
り
、
ト
ル
コ
国
民
の
宗
教
的
自
由
や
権
利
、
そ
し
て
活
動
も
ま
た
、
様
々
な
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
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㈡
　
象
徴
的
暴
力
と
し
て
の
宗
務
庁

　
政
治
組
織
と
し
て
の
宗
務
庁
の
存
在
は
、
Ｐ
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
に
よ
る
「
象
徴
的
暴
力
」
か
ら
、
そ
の
理
解
が
進
む
か
も
し
れ
な
い
。
ト

ル
コ
社
会
で
は
、
宗
務
庁
こ
そ
が
正
統
な
（
正
当
な
）
宗
教
的
権
威
と
し
て
人
々
に
認
識
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
さ
い
に
必

要
に
な
る
の
が
、
象
徴
的
暴
力
で
あ
る
。
象
徴
的
暴
力
と
は
、
権
力
関
係
を
隠
蔽
し
な
が
ら
、
権
力
者
が
課
す
物
事
の
意
味
合
い
を
、
正

当
な
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
客
観
的
な
真
実
な
の
だ
と
し
て
、
と
き
に
穏
や
か
で
、
目
に
見
え
な
い
形
態
を
と
り
な
が
ら
、
人
々
や
社

会
に
恣
意
的
に
課
す
も
の
で
あ
）
59
（
る
。
加
藤
晴
久
に
よ
れ
ば
、「
支
配
関
係
を
当
然
の
こ
と
、
自
然
な
こ
と
、
普
遍
に
も
と
づ
く
も
の
と
し

て
受
け
入
れ
さ
せ
る
た
め
に
は
、
支
配
者
側
が
体
現
す
る
世
界
観
、
見
方
・
分
け
方
原
理
を
正
当
な
も
の
と
受
け
入
れ
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
」
が
、「
支
配
の
現
実
で
あ
る
力
関
係
を
隠
蔽
し
、
正
当
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
さ
せ
る
」
も
の
が
、
象
徴
的
暴
力
な
の
で
あ
）
60
（

る
。

宗
務
庁
は
当
然
な
が
ら
物
理
的
な
暴
力
機
関
で
は
な
く
、
憲
法
上
も
政
治
的
見
解
や
思
想
に
与
し
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
宗
教
教
育
や
広
報
と
い
っ
た
「
穏
や
か
」
な
力
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
支
配
の
正
統
性
・
正
当
性
を
ト
ル
コ
国
民
に
認
識
さ
せ
る
。

「
歴
史
を
自
然
に
変
え
る
プ
ロ
セ
ス
、
文
化
的
な
恣
意
性
〔
慣
例
に
す
ぎ
な
い
も
の
〕
を
自
然
な
も
の
〔
当
然
の
も
の
〕
に
変
え
る
」
プ
ロ
セ

ス
の
な
か
）
61
（

で
、
宗
務
庁
も
ま
た
、
そ
の
支
配
を
「
自
然
な
も
の
」、「
正
当
な
も
の
」
と
し
て
確
立
し
て
い
く
。
そ
し
て
、「
象
徴
的
暴
力

が
制
定
さ
れ
る
の
は
、
被
支
配
者
が
否
応
な
く
支
配
者
に
（
し
た
が
っ
て
支
配
に
）
与
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
同
意
を
通
し
て
で
あ
る
」

こ
と
か
ら
、「
支
配
関
係
は
自
然
な
も
の
に
見
え
て
し
ま
う
」
の
で
あ
）
62
（

る
。
宗
務
庁
が
ト
ル
コ
社
会
の
宗
教
心
の
支
配
・
管
理
を
行
う
こ

と
に
は
、
歴
史
的
な
恣
意
性
や
偶
発
性
も
と
も
な
う
が
、
そ
れ
が
「
自
然
な
も
の
」
に
置
き
換
わ
る
よ
う
、
誰
も
が
そ
こ
に
疑
念
を
も
た

な
い
よ
う
振
舞
い
、
活
動
す
る
必
要
が
あ
っ
）
63
（
た
。
ト
ル
コ
社
会
の
中
で
、
ト
ル
コ
民
族
や
ス
ン
ニ
派
ム
ス
リ
ム
の
価
値
感
が
反
映
さ
れ
た

「
ト
ル
コ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
」
を
、
ト
ル
コ
国
民
に
と
っ
て
の
自
然
な
「
倫
理
」
や
「
道
徳
」
と
し
て
教
え
込
み
、
そ
れ
ら
を
啓
蒙
す
る
こ

と
で
、
宗
務
庁
は
、「
国
民
連
帯
と
統
合
」
を
担
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。



法学政治学論究　第128号（2021.3）

24

　
こ
の
よ
う
に
ブ
ル
デ
ュ
ー
に
よ
る
支
配
関
係
の
議
論
を
参
考
に
す
れ
ば
、
宗
務
庁
が
、
単
な
る
政
治
と
は
無
縁
の
「
行
政
に
よ
る
宗

教
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
で
は
な
い
こ
と
が
明
確
に
分
か
る
。
宗
務
庁
は
、
ト
ル
コ
で
は
「
象
徴
的
暴
力
」
と
し
て
も
機
能
し
て
き
た
の
で

あ
り
、
物
質
的
、
精
神
的
な
両
面
か
ら
、
ト
ル
コ
国
民
の
宗
教
心
を
支
配
・
管
理
す
る
た
め
に
そ
の
活
動
の
幅
を
広
げ
て
き
た
。
し
か
も

そ
れ
ら
は
、
明
確
な
強
制
力
を
も
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
純
粋
な
ム
ス
リ
ム
」
と
し
て
の
規
範
意
識
や
道
徳
心
を
持
ち
出
す
こ

と
で
、
あ
る
い
は
「
公
共
秩
序
」
の
防
衛
と
い
う
建
前
に
よ
っ
て
、
国
家
に
よ
る
「
暴
力
」
で
は
な
い
と
認
識
さ
せ
な
が
ら
、
ト
ル
コ
国

民
に
一
方
的
に
課
さ
れ
て
い
く
。
宗
務
庁
の
地
位
や
権
能
も
自
然
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
疑
い
、
挑
み
か
か
る
者
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム

原
理
主
義
組
織
」、「
不
当
な
宗
教
組
織
」、
あ
る
い
は
「
テ
ロ
組
織
」
だ
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
宗
務
庁
に
よ
る
支
配
の
「
暴
力
性
」、

「
不
当
さ
」、「
不
自
然
さ
」
は
、
国
内
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
勢
力
、
と
く
に
ア
レ
ヴ
ィ
ー
や
ク
ル
ド
人
勢
力
に
よ
っ
て
徐
々
に
暴
き
出
さ

れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
加
え
て
一
般
の
ト
ル
コ
国
民
か
ら
も
、
宗
務
庁
が
提
供
す
る
言
説
・
活
動
・
サ
ー
ビ
ス
の
み
が
正
当
で
あ
り
、
そ

れ
以
外
の
も
の
が
不
当
な
宗
教
活
動
だ
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
先
の
宗
務
庁
に
よ
る
宗
教
心
の
調
査
結
果
を
鑑
み
て
も
、
反
発
が
予

想
さ
れ
る
。
宗
務
庁
は
国
民
か
ら
の
反
発
を
招
か
な
い
形
で
、「
宗
教
詐
取
領
域
の
閉
鎖
」
を
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
実

現
は
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
仮
に
そ
れ
ら
を
強
制
的
に
実
行
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も
ま
た
ト
ル
コ
社
会
の
亀
裂
や
分
断
を
さ
ら

に
拡
大
さ
せ
る
こ
と
に
繫
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
な
が
ら
く
宗
務
庁
は
、
象
徴
的
暴
力
と
し
て
振
舞
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
存

在
も
活
動
も
疑
問
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
活
動
の
幅
が
広
が
る
に
つ
れ
て
、
象
徴
的
暴
力
か
ら
、
明
確
な
暴
力
・
権
力

機
関
と
し
て
、
宗
務
庁
が
政
治
的
な
争
点
に
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

八
　
結
　
語

　
本
稿
で
は
以
上
の
よ
う
に
、
F
E
T 

Ö
事
件
後
の
宗
務
庁
に
よ
る
公
共
秩
序
や
、
宗
教
心
に
対
す
る
捉
え
方
、
国
民
統
合
の
課
題
に
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関
し
て
考
察
し
て
き
た
。
ナ
オ
ミ
・
ク
ラ
イ
ン
が
い
う
よ
う
に
、
壊
滅
的
な
出
来
事
が
発
生
し
た
直
後
に
は
、
そ
れ
ら
に
「
便
乗
」
す
る

形
で
、
シ
ス
テ
ム
を
抜
本
的
に
改
革
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
）
64
（

る
。
F
E
T 

Ö
事
件
と
い
う
、
ク
ー
デ
タ
ー
未
遂
と
未
曾
有
の
宗
教
搾
取

事
件
を
受
け
て
、
宗
務
庁
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
自
ら
の
活
動
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
も
自
ら
の
正
統
性
・
正
当
性
を
強

め
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
た
。
宗
務
庁
か
ら
す
れ
ば
、
自
ら
と
競
合
す
る
宗
教
勢
力
の
影
響
力
を
削
ぐ
こ
と
も
ま
た
、「
自
然
な
流
れ
」

と
し
て
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
今
後
も
宗
務
庁
は
、
公
共
秩
序
と
一
般
道
徳
を
防
衛
し
、
国
民
の
日
常
生
活
へ
の
介
入
・

関
与
を
強
め
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
多
民
族
多
宗
教
国
家
で
あ
り
、
世
俗
国
家
で
あ
る
ト
ル
コ
共
和
国
に
お
い
て
、「
国
民
連
帯
と
統

合
」
を
逆
に
弱
体
化
さ
せ
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
）
65
（

る
。
国
家
の
安
全
保
障
と
、
人
々
の
宗
教
心
の
在
り
方
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と

で
、
今
後
の
ト
ル
コ
に
お
い
て
は
、
ま
す
ま
す
宗
教
が
政
治
的
な
争
点
に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
筆
者
も
ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
ト
ル
コ

の
国
民
統
合
の
推
移
を
注
視
し
て
い
き
た
い
。

（
1
）  

ギ
ュ
レ
ン
運
動
は
、
寛
容
や
異
宗
教
間
対
話
、
近
代
性
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
融
和
と
い
っ
た
理
念
を
掲
げ
な
が
ら
、
主
に
若
者
へ
の
教
育
活
動
を

行
っ
て
い
る
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
運
動
で
あ
る
。
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
な
ど
に
関
し
て
は
曖
昧
性
も
あ
り
、
一
概
に
「
ギ
ュ
レ

ン
運
動
」
の
構
成
員
が
い
る
と
は
断
定
し
づ
ら
い
。「
ギ
ュ
レ
ン
系
列
」
と
し
て
、
ト
ル
コ
国
内
外
に
様
々
な
企
業
、
金
融
機
関
、
メ
デ
ィ
ア
組

織
、
教
育
機
関
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）  

本
稿
で
は
国
家
機
関
の
発
言
や
視
座
に
言
及
す
る
さ
い
に
は
、「
F
E
T
 Ö
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
基
本
的
に
「
ギ
ュ

レ
ン
運
動
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
。

（
3
）  D
iyanet İşleri Başkanlı ğı, 2017, 

“Sunuş,

” Diyanet İşleri Başkanlı ğı ed., D
in İstism

arı, Ankara; D
iyanet İşleri Başkanlı ğı, 7p.

（
4
）  

本
章
及
び
、
ト
ル
コ
に
お
け
る
世
俗
主
義
や
政
教
分
離
の
特
徴
に
関
し
て
は
、
鈴
木
慶
孝
、
二
〇
二
〇
『〈
ト
ル
コ
国
民
〉
と
は
何
か

―
民

主
化
の
矛
盾
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
）  

「
純
粋
（sadelik

）」
と
い
う
表
現
は
、
ト
ル
コ
建
国
の
父
ア
タ
テ
ュ
ル
ク
が
使
用
し
た
も
の
だ
が
、
ト
ル
コ
の
首
都
ア
ン
カ
ラ
の
宗
務
庁
本
部

内
に
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
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（
6
）  T. C. Anayasa M

ahkem
esi （T. C. AM

）, 1971, 

“Anayasa M
ahkem

esi Kararı: Resm
i G

azete tarih/sayı:15. 6. 1972/14216: Esas 
Sayısı : 1970/53 : Karar Sayısı: 1971/76: Karar günü: 21/10/1971,

”. Kaya, Em
ir, 2018, Secularism

 and State Religion in M
odern 

Turkey: Law, Policy-M
aking and the D

iyanet, London

・N
ew

 York: I. B. Tauris.
（
7
）  
よ
り
詳
細
な
ト
ル
コ
の
ラ
イ
ク
リ
ッ
キ
や
宗
務
庁
の
特
徴
に
関
し
て
は
、
前
掲
の
鈴
木
慶
孝
（
二
〇
二
〇
）
の
第
三
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
8
）  
共
和
国
初
期
の
イ
ス
ラ
ー
ム
や
道
徳
心
の
在
り
方
や
、
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
の
歴
史
的
な
様
相
に
関
し
て
は
、
日
本
語
文
献
と
し
て
は
、
新
井
政

美
編
、
二
〇
一
三
『
イ
ス
ラ
ム
と
近
代
化

―
共
和
国
ト
ル
コ
の
苦
闘
』
講
談
社
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
）  

論
者
に
よ
っ
て
「
イ
ス
ラ
ー
ム
政
党
」
と
評
さ
れ
る
、
エ
ル
ド
ア
ン
大
統
領
に
よ
る
公
正
発
展
党
（
Ａ
Ｋ
Ｐ
）
も
、
今
日
の
よ
う
に
強
権
主
義

化
す
る
以
前
は
、
様
々
な
解
党
危
機
に
直
面
し
て
き
た
。

（
10
）  Yüksel, İbrahim

, 2019, Fetö Terör Ö
rgütü H

akkında Em
niyet Ve D

iyanet Teşkilatının 15 Tem
m
uz Sonrası H

azırladıkları 
Çalışm

aların Sosyolojik Analizi, AÜ
SBD

, 19 

（15

）: 41 -2p. 

ユ
ク
セ
ル
自
体
は
、
ギ
ュ
レ
ン
運
動
が
テ
ロ
組
織
で
あ
る
と
断
定
し
た
う
え

で
、
記
述
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
彼
は
政
府
見
解
に
沿
っ
て
論
述
し
て
い
る
。

（
11
）  

前
掲Yüksel, İbrahim

 （2019
）. 

（
12
）  Adalet ve Kalkınm

a Partisi, 2017, 15 Tem
m
uz M

illi İradenin Zaferi: A
raştırm

a Raporu, Ankara: Ak Parti Sosyal Politikalar 
Başkanlı ğı. 

同
報
告
書
で
は
「
F
E
T
 Ö
事
件
」
を
、
か
つ
て
の
ト
ル
コ
の
独
立
戦
争
と
同
じ
位
置
づ
け
に
し
て
い
る
。
路
上
に
繰
り
出
し
た

一
部
の
国
民
が
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
抵
抗
し
た
こ
と
か
ら
、
ク
ー
デ
タ
ー
の
失
敗
を
、「
国
民
の
意
志
の
勝
利
（M

illi İradenin Zaferi

）」
だ
と
し

て
い
る
。

（
13
）  T. C. D

ışişleri Bakanlı ğı, 2019, Fethullah G
ülen and FETÖ

: H
istory, organizational structure and deeds of a clandestine crim

e 
syndicate, A

nkara: T. C. D
ışişleri Bakanlı ğı. Yüksekö ğretim

 Kurulu, 2018, 15 Tem
m
uz ve Türk Yüksekö ğretim

i, A
nkara: 

Yüksekö ğretim
 Kurulu Başkanlı ğı. Yargıtay Cum

huriyet Başsavcılı ğı, 2018, Tem
m
uz. 15. Türkiye

’de G
erçekleşen 15 Tem

m
uz. 

D
arbe G

irişim
inin Arkasındaki. Fethullahçı Terör Ö

rgütü （FETÖ

）, Ankara: Yargıtay Cum
huriyet Başsavcılı ğı.

（
14
）  

前
掲Yüksel, İbrahim

 （2019

） 

も
、
宗
務
庁
に
よ
る
資
料
や
警
察
ア
カ
デ
ミ
ー
庁
の
報
告
書
（2017c, 2018

）
の
内
容
に
言
及
し
て
い
る
た

め
、
そ
ち
ら
も
参
照
さ
れ
た
い
。
し
か
し
報
告
書
に
関
し
て
は
、
大
半
は
そ
の
内
容
紹
介
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
同
報
告
書
を
含
め
て
、

国
家
機
関
に
よ
る
宗
教
搾
取
へ
の
視
座
を
さ
ら
に
読
み
取
り
、
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（
15
）  Polis Akadem

isi Başkanlı ğı, 2018, U
luslararası Bir Tehdit O

larak Fetö: Polis Akadem
isi II. U

luslararası Guvenlik Sem
pozyum

u 
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Raporu, Ankara: Polis Akadem
isi Yayınları.

（
16
）  

一
方
で
警
察
ア
カ
デ
ミ
ー
庁
の
報
告
書
で
興
味
深
い
の
は
、
警
察
自
体
も
、
ギ
ュ
レ
ン
運
動
の
構
成
員
を
見
つ
け
る
こ
と
に
苦
慮
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
ギ
ュ
レ
ン
運
動
の
メ
ン
バ
ー
が
誰
で
あ
る
の
か
は
そ
も
そ
も
分
か
ら
な
い
上
に
、
自
白
以
外
に
客
観
的
に
確
認
し
よ
う
が
な
い
。
警
察

ア
カ
デ
ミ
ー
庁
に
よ
れ
ば
、
使
用
し
て
い
る
ア
プ
リ
や
ギ
ュ
レ
ン
系
列
の
銀
行
口
座
の
出
金
記
録
な
ど
で
「
容
疑
者
」
に
見
当
を
つ
け
て
い
る
と

い
う
。Polis A

kadem
isi Başkanlı ğı, 2017c, Yeni N

esil Terör Fetö

’nun A
nalizi: Fetö Ç

alıştay Raporu, A
nkara: Polis  

Akadem
isi Yayınları. 

（
17
）  Polis A

kadem
isi Başkanlı ğı, 2017a, A

 N
ew

 G
eneration of Terrorism

: A
n A

nalysis of FETÖ, A
nkara: Polis A

kadem
isi 

Yayınları. Polis A
kadem

isi Başkanlı ğı, 2017b, Radicalization, V
iolent Extrem

ism
 and Terrorism

, A
nkara: Polis A

kadem
isi 

Yayınları. 

前
掲Polis Akadem

isi Başkanlı ğı, （2017c

）.

（
18
）  

前
掲 Polis Akadem

isi Başkanlı ğı

（2017a

）. 

前
掲 Polis Akadem

isi Başkanlı ğı 

（2017c

）. Polis Akadem
isi Başkanlı ğı, 2019, 

FETÖ
 as an International Threat, Ankara: Polis Akadem

isi Yayınları. 

（
19
）  Büyükkara, A

li M
ehm

et, 2017, 

”Söyleşi: A
li Aygün,

” Diyanet İşleri Başkanlı ğı ed., D
in İstism

arı, A
nkara; D

iyanet İşleri 
Başkanlı ğı, 96 -111p.

（
20
）  D

iyanet İşleri Başkanlı ğı, 2017, Kendi D
ilinden FETÖ

, Ö
rgütlü Bir D

in İstism
arı, Ankara: D

iyanet İşleri Başkanlı ğı Yayınları. 

（
21
）  D

iyanet İşleri Başkanlı ğı, 2018, FETÖ
: D

in İstism
arının A

rkasına G
izlenen Terör Ö

rgütü, Ankara: D
iyanet İşleri Başkanlı ğı 

Yayınları, 33p.

（
22
）  

ギ
ュ
レ
ン
運
動
に
対
す
る
宗
務
庁
の
見
解
と
し
て
は
、『diyanet aylık dergi

』
の
第
三
〇
八
号
も
参
照
さ
れ
た
い
。
宗
務
庁
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
に
て
閲
覧
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
で
あ
る
。

（
23
）  D

iyanet İşleri Başkanlı ğı, 2016, Cum
a H

utbeleri: En Büyük Bozgunculuk, D
inin M

uazzez D
e ğerlerini İstism

ar Etm
ektir.  

（29. 07. 2016

）, Ankara: D
in H

izm
etleri G

enel M
üdürlü ğü. D

iyanet İşleri Başkanlı ğı, 2017, Cum
a H

utbeleri: Salâların Şahit 
O
ldu ğu D

ireniş: 15 Tem
m
uz. （14. 07. 2017

）, Ankara: D
in H

izm
etleri G

enel M
üdürlü ğü. D

iyanet İşleri Başkanlı ğı, 2018, Cum
a 

H
utbeleri: M

illetçe Yeniden do ğuş: 15 Tem
m
uz Cum

anız M
übarek O

lsun A
ziz M

üm
inler!. 

（13. 07. 2018

）, A
nkara: D

in 
H
izm

etleri Genel M
üdürlü ğü. Diyanet İşleri Başkanlı ğı, 2019, Cum

a H
utbeleri: 15 Tem

m
u

’u Anm
ak, İhaneti Anlam

ak M
uhterem

 
M

üslüm
anlar!. （12. 07. 2019

）, Ankara: D
in H

izm
etleri G

enel M
üdürlü ğü. D

iyanet İşleri Başkanlı ğı, 2020, 15 Tem
m
uz ve Birlik 
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Ruhu. （10. 07. 2019

）, Ankara: D
in H

izm
etleri G

enel M
üdürlü ğü.

（
24
）  Bardako ğlu, Ali, 2017, 

“Dinî D
e ğerlerin Buharlaşm

ası,

” Diyanet İşleri Başkanlı ğı ed., D
in İstism

arı, Ankara; D
iyanet İşleri 

Başkanlı ğı, 12 -9p.
（
25
）  G

örm
ez, M

ehm
et, 2016, 

“15 Tem
m
uz D

arbe G
irişim

i ve D
in İstism

arına karşı Birlik, D
ayanışm

a ve G
elecek Perspektifi

”  
D
iyanet A

ylık D
ergi, （308

）: 4 -7p. G
örm

ez, M
ehm

et, 2017, 

“Din İstism
arı,

” Diyanet İşleri Başkanlı ğı ed., D
in İstism

arı, Ankara; 
D
iyanet İşleri Başkanlı ğı, 8 -11p.

（
26
）  D

iyanet İşleri Başkanlı ğı, 2016, 

“İslam
 D

ünyası Sivil Toplum
 Kuruluşları Birli ği heyetinden D

iyanet

’e ziyaret

” Haber Bülteni, 

（309

）: 6p.

（
27
）  

ア
リ
ー
・
エ
ル
バ
シ
ュ
は
、
一
九
六
一
年
生
ま
れ
の
ト
ル
コ
の
神
学
者
、
大
学
教
授
。
イ
マ
ー
ム
・
ハ
テ
ィ
ー
プ
校
卒
業
後
、
一
九
八
二
〜
九

三
年
ま
で
宗
務
庁
の
モ
ス
ク
の
役
人
を
務
め
、
そ
の
間
、
修
士
号
と
博
士
号
を
取
得
。
以
降
、
主
に
大
学
教
員
・
神
学
者
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
積

ん
で
い
る
。
“Prof D

r. Ali ERBAŞ

”（https://w
w
w.diyanet.gov.tr/en-U

S/Person/PresidentD
etail/10343/prof-dr-ali-erbas

）（
最
終

ア
ク
セ
ス
二
〇
二
〇
年
二
月
一
八
日
）.

（
28
）  Erbaş, A

li, 2019, 

“Kavram
ların İstism

arı

” （Retrieved D
ecem

ber 6, 2019, https://dergi.diyanet.gov.tr/m
akaledetay.

php?ID
=32468

）.

（
29
）  

詳
細
な
記
述
は
、
宗
務
庁
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
30
）  Erbaş A

li, 2017, G
öreve Başlam

a M
esajı, 

（Retrieved D
ecem

ber 5, 2019, https://dergi.diyanet.gov.tr/m
akaledetay.

php?ID
=30354

）.

（
31
）  D

iyanet İşleri Başkanlı ğı, 2018, 

“24. İlahiyat ve İslam
i İlim

ler Fakülteleri D
ekanlar Toplantısı M

alatya

’da başladı

” （Retrieved 
D
ecem

ber 7, 2019, https://w
w
w.diyanet.gov.tr/tr-TR/Content/PrintD

etail/11406

）.

（
32
）  Erbaş, A

li, 2019, 

“Peygam
berim

iz ve A
ile

” （Retrieved D
ecem

ber 6, 2019, https://dergi.diyanet.gov.tr/m
akaledetay.

php?ID
=32866

）.

（
33
）  Ö

zafşar, Em
in M

ehm
et, 2016, 

“Milletin hukukuna sahip çıkm
ak en yüksek dinî vecibedir,

” Diyanet A
ylık D

ergi, 

（308

）: 40 -
9p.

（
34
）  

前
掲 D

iyanet İşleri Başkanlı ğı, 2019, Cum
a H

utbeleri: 15 Tem
m
uz

’u Anm
ak, İhaneti Anlam

ak M
uhterem

 M
üslüm

anlar!. （12. 
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29

07. 2019

）.

（
35
）  D

iyanet İşleri Başkanlı ğı, 2018, 

“ “Dini İstism
ar Eden Terör Ö

rgütleriyle M
ücadele Sem

inerleri

” 40 ilde başlıyor

” （Retrieved 
Feburuary 6, 2020, https://w

w
w.diyanet.gov.tr/tr-tr/Kurum

sal/D
etay/11459/dini-istism

ar-eden-teror-orgutleriyle-m
ucadele-

sem
inerleri-40-ilde-basliyor

）. 
（
36
）  D

iyanet İşleri Başkanlı ğı, 2019, 

“Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,

” 6. D
in Şûrası 

“kararlarını açıkladı,

” （Retrieved February 4, 
2020, https://w

w
w.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurum

sal/D
etay/26146/diyanet-isleri-baskani-erbas-6-din-srasi-kararlarini-acikladi

）.

（
37
）  

前
掲Kaya, Em

ir （2018

）.

（
38
）  Aşlam

acı, İbrahim
, 2017, 

“Din E ğitim
 Politika ve U

ygulam
alarında AK Parti

’nin 15 Yılı,

” İsm
ail Ça ğlar and Ali Aslan eds., 

A
K Parti

’nin 15 Yılı, İstanbul: SETA Kitapları, 181 -209p.

（
39
）  D

iyanet İşleri Başkanlı ğı, 2019, 

“Gençlik ve Spor Bakanlı ğı ile D
iyanet İşleri Başkanlı ğı arasında işbirli ği protokolü 

im
zalandı

” （Retrieved February 4, 2020, https://w
w
w.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurum

sal/D
etay/26173/genclik-ve-spor-bakanligi-

ile-diyanet-isleri-baskanligi-arasinda-isbirligi-protokolu-im
zalandi

）.

（
40
）  T. C. G

ençlik ve Spor Bakanlı ğı Yüksek Ö
ğrenim

 Kredi ve Yurtlar Kurum
u, 2018, Stratejik Plan: 2018 -2022, Ankara: T. C. 

G
ençlik ve Spor Bakanlı ğı.

（
41
）  

前
掲 D

iyanet İşleri Başkanlı ğı, 2019, 
“Gençlik ve Spor Bakanlı ğı ile D

iyanet İşleri Başkanlı ğı arasında işbirli ği protokolü 
im

zalandı

”.

（
42
）  D

iyanet İşleri Başkanlı ğı, 2018, 

“Manevi Rehberlik ve D
ini D

anışm
anlık D

uyurusu: Ö
ğrenci Yurtlarında M

anevi D
anışm

an 
G
örevlendirilm

esi 

”. （Retrieved February 20, 2020, https://sam
sun.diyanet.gov.tr/kavak/sayfalar/contentdetail.aspx?ContentId

=295&
M

enuCategory=Kurum
sal

）.

（
43
）  Kesgin, Bedrettin and M

etin Erdem
, 2018, Türkiye

’de M
enevi D

estek H
izm

etlerinin Kurum
sallaşm

ası, Bingöl Ü
niversitesi 

Sosyal Bilim
ler Enstitüsü D

ergisi, 8 （16

）: 69 -92p.

（
44
）  T. C. Cum

hurbaşkanlı ğı D
iyanet İşleri Başkanlı ğı, 2020, Stratejik Plan 2019 -2023: G

üncellenm
iş Versiyon

（2020

）, Ankara: 
D
iyanet İşleri Başkanlı ğı.

（
45
）  

前
掲Aşlam

acı, İbrahim
 （2017

）, 186 -206p.
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（
46
）  

前
掲D

iyanet İşleri Başkanlı ğı, 2019, 

“Gençlik ve Spor Bakanlı ğı ile D
iyanet İşleri Başkanlı ğı arasında işbirli ği protokolü 

im
zalandı

”.
（
47
）  

前
掲Kaya, Em

ir, 2018. Kaya, Em
ine, 2019, Türk H

alk D
indarlı ğının D

iya net M
edyasına Yansım

aları, M
edya ve D

in 
A
raştırm

aları D
ergisi, 2

（2

）: 267 -86p.
（
48
）  TRT, 2018, 

“Diyanetten 

“Türkiye

’de dini hayat

” araştırm
ası

” （Retrieved, January 31, 2020, https://w
w
w.trthaber.com

/
haber/turkiye/diyanetten-turkiyede-dini-hayat-arastirm

asi-392067.htm
l

）.

（
49
）  D

iyanet İşleri Başkanlı ğı, 2014, Türkiye

’de D
inî H

ayat A
raştırm

ası, Ankara: D
iyanet İşleri Başkanlı ğı. 

前
掲Kaya, Em

ine 

（2019

） 

も
ま
た
同
調
査
に
着
目
し
、
宗
務
庁
の
テ
レ
ビ
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
あ
る
「D

iyanet TV

」
の
分
析
を
通
じ
て
、
ト
ル
コ
国
民
の
宗
教
性
を

論
じ
て
い
る
。

（
50
）  

前
掲D

iyanet İşleri Başkanlı ğı, 2014, Türkiye

’de D
inî H

ayat A
raştırm

ası （2014

）.

（
51
）  

前
掲T. C. Cum

hurbaşkanlı ğı D
iyanet İşleri Başkanlı ğı （2020

） 23p.

（
52
）  

前
掲Yüksel, İbrahim

 （2019
）, 55 -6p. 

（
53
）  

前
掲D

iyanet İşleri Başkanlı ğı, 2019, Cum
a H

utbeleri: 15 Tem
m
uz

’u Anm
ak, İhaneti Anlam

ak M
uhterem

 M
üslüm

anlar!. （12. 
07. 2019

）.

（
54
）  Keleş, Ekrem

, 2016, Bizi Aldatan Bizden D
e ğildir, D

iyanet A
ylık D

ergi （308

）, 9 -11p.

（
55
）  Ü

nal, Yavuz, 2017, 
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（
60
）  

加
藤
晴
久
、
二
〇
一
五
『
ブ
ル
デ
ュ
ー 

―
戦
う
知
識
人
』
講
談
社
、
二
三
一-

五
頁
。

（
61
）  Bourdieu, Pierre, 1998, La D

om
ination M

asculine, Palis: Editions du Seuil （
＝
二
〇
一
七
、
坂
本
さ
や
か
・
坂
本
浩
也
訳
『
男
性
支

配
』
藤
原
書
店
）、
一
二
頁
。
ま
た
、
引
用
文
内
に
お
け
る
〔
　
〕
は
訳
文
の
ま
ま
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
訳
文
内
の
「
自
然
な
も
の
」
と
い
う
表

現
は
、
訳
文
で
は
強
調
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
本
論
の
引
用
で
は
強
調
部
分
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
62
）  
前
掲Bourdieu, Pierre

『
男
性
支
配
』（
一
九
九
八
＝
二
〇
一
七
）、
五
七-

八
頁
。
ま
た
、
引
用
文
内
の
（
　
）
は
訳
文
の
ま
ま
で
あ
る
。

（
63
）  
前
掲Bourdieu, Pierre

『
男
性
支
配
』（
一
九
九
八
＝
二
〇
一
七
）
に
お
け
る
、
男
性
支
配
や
、
そ
の
秩
序
形
成
に
か
か
わ
る
議
論
も
参
考
。

ム
ス
リ
ム
社
会
は
男
性
社
会
で
あ
る
こ
と
が
大
半
だ
が
、
宗
務
庁
も
ま
た
、
そ
の
自
然
な
支
配
・
規
範
を
通
じ
て
、
ト
ル
コ
社
会
の
男
女
間
の
支

配
関
係
を
固
定
化
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
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一
一
、
幾

島
幸
子
・
村
上
由
見
子
訳
『
シ
ョ
ッ
ク
・
ド
ク
ト
リ
ン 

上

―
惨
事
便
乗
型
資
本
主
義
の
正
体
を
暴
く
』
岩
波
書
店
。
塩
原
良
和
、
二
〇
一
七

『
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断
と
対
話
の
社
会
学

―
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
を
生
き
る
た
め
の
想
像
力
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
〇
五-

二
〇
頁
。

（
65
）  

宗
務
庁
は
、「
ト
ル
コ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
総
合
」
に
よ
っ
て
、
国
内
の
民
族
・
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
「
ト
ル
コ
民
族
化
」、「
ス
ン
ニ
派

化
」
に
与
し
て
き
た
。
ギ
ュ
レ
ン
運
動
に
関
し
て
も
、
ト
ル
コ
国
家
に
と
っ
て
好
ま
し
い
宗
教
的
同
質
性
を
維
持
す
る
た
め
に
、
そ
の
排
除
に
積

極
的
に
関
与
し
て
い
る
。
両
者
は
と
も
に
、「
国
民
連
帯
と
統
合
」
を
司
る
宗
務
庁
に
と
っ
て
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ト
ル
コ
国
民
の
同
質
性
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
焦

点
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
位
相
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。

鈴
木
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孝
（
す
ず
き
　
よ
し
た
か
）

所
属
・
現
職
　
大
阪
経
済
法
科
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
研
究
員

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程
　
単
位
取
得
退
学

所
属
学
会
　
　
日
本
中
東
学
会
、
三
田
社
会
学
会

専
攻
領
域
　
　
国
際
社
会
学
、
多
文
化
共
生
研
究
、
ト
ル
コ
研
究

主
要
著
作
　
　『〈
ト
ル
コ
国
民
〉
と
は
何
か

―
民
主
化
の
矛
盾
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
）


